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令和３年度予算編成方針について 

 

１．基本方針 

 

令和３年１月１８日に閣議決定された「令和３年度の経済見通しと経済財政運

営の基本的態度」によると、我が国経済は「新型コロナウイルス感染症の影響に

より依然として厳しい状況にあるが『新型コロナウイルス対策緊急経済対策』、

令和２年度第１次・第２次補正予算の効果も相まって、持ち直しの動きがみられ

る。他方、経済の水準はコロナ前を下回った状態にとどまり、経済の回復は道半

ばである」とされています。 

こうした状況の中、政府は「経済財政運営と改革の基本方針 2020」において、

ポストコロナ時代の新しい未来における経済社会の姿の基本的方向性として、「新

たな日常」を通じた「質」の高い経済社会の実現を目指すとしています。また、

国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜くため、感染拡大防止策を引き続き講じ

つつ、経済活動を段階的に引き上げ、「新たな日常」の実現に向けた動きを加速

するとともに、大型台風や豪雨など激甚化・頻発化する災害への対応のための防

災・減災に取り組み、強靭な国土づくりを推進する、施策の優先順位を洗い直し、

無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化することとしています。

こうした国の動向を注視し、本市の施策について迅速かつ的確に対応することが

必要と考えられます。 

令和３年度当初予算は、予算編成時期に市長選挙が行われたことから、政策的

な経費を除く骨格予算として編成しました。当初予算では、人件費、扶助費、公

債費等義務的経費、継続的事業に関する経費及び市民生活に密着した重要な事項

や社会への早急な対応が求められる事業に関する経費に限定した通年ベースでの

必要額を計上しており、今回の６月補正予算で政策的な経費の肉付けを行うこと

で、実質の予算となります。 

「福津市まちづくり基本構想」を基本として、まちづくり計画実施計画と整合

を図りながら施策・事業の調整や重点化を進め、厳しい社会経済状況においても、

多様化する課題への的確な対応など、必要な施策・事業の着実な推進と、財政の

健全化による持続可能な行財政基盤の構築の両立に向けた財政運営を進める必要

があります。 

そのため、事業の緊急度、優先度を的確に把握し、その上で既存事業を見直し、

ＩＣＴや公民連携の活用などによる歳出削減や財源確保（経常的な収入の確保及

び経費の削減）に取り組むとともに、「ビルドアンドスクラップ」、「選択と集
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中」の取り組みを進めていくこととしております。 

こうした状況や基本方針を踏まえ、令和３年度予算につきましては、以下の方

針に則り編成を行いました。 

 

（１）「福津市まちづくり計画」の着実な推進 

  福津市は、当面人口増加傾向は続くものの、長期的に見れば将来的に人口減

少の局面を迎えることは避けられず、高齢化の進行とともに、あらゆる分野で

担い手不足が深刻な課題として顕在化することになると予想されます。このよ

うな状況の中で暮らしやすさの向上を図り、一人一人が生きがいを持てる地域

社会をつくることが重要です。 

  まちづくり基本構想において、「人も自然も未来につながるまち、福津。」

と定めた本市の将来像を実現するため、７つのテーマ別目標像を設定しました。

環境保全、経済成長、社会的包摂（多様な人が公平に参加すること）という３

つを調和させ、現在の世代と将来の世代の両方の希望を満たすような持続可能

なまちづくりを目指すことが、国連の呼びかけにより、目標年度を２０３０年

として全世界で取り組んでいる「持続可能な開発目標：ＳＤＧｓ」と同じ方向

性にあると考え、この目標像を今後も推進する施策の重要な柱と位置付け、予

算編成を行いました。 

  また、この本市の将来像を実現するため、令和２年１２月に策定した「第２

期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「ひとづくり」→「し

ごとづくり＆つながりづくり」→「まちづくり」の好循環を確立し、将来訪れ

る人口減少に備えて持続可能なまちづくりの基盤を構築し、地方創生の実現を

図ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-



（２）新型コロナウイルス感染症への対応と「新たな日常」の実現 

  感染症拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、感染症による社会状況の

変化を的確に把握し、行政サービスのデジタル化や地域経済活性化に向けた支

援など、「新しい生活様式」に対応した事業内容の見直しを行います。 

国や県などの動向を注視し、財源措置の的確な把握、適切な予算反映に努め

ます。 

 

（３）部マネジメントの推進 

自律的なマネジメントによる組織運営を図り、市が行うべき事業の選択、ゼ

ロベースからの再精査、各分野における事業の平準化を図るため、部経営の推

進を図ります。全事業にわたりビルドアンドスクラップを徹底するため、事前

の点検、評価を強化し、事業に優先順位をつけ、効果や効率性に乏しい事務事

業については、廃止・統合するなど事務事業の見直しを積極的に進めます。 

また、限られた財源や人的資源の中でどのようにして本市の将来像を実現し

ていくのか、行政評価（事務事業評価含む）による明確な成果指標を定めたＰ

ＤＣＡマネジメントの仕組みの構築を検討します。 

 

（４）業務の効率化、働き方改革の推進 

  限られた人的資源の中で、新たな市民ニーズや行政課題への対応等の付加価

値業務に適切な人材配置を行うため、事業の実施に当たっては、前例踏襲に囚

われることなく、事業の優先度や手法を十分に精査した上で、より効果的な施

策の推進を図ります。また、業務プロセスの効率化や見直し、働きやすい環境

の整備、長時間労働の是正を進め、生産性及び効率性を高めることで、職員の

働き方改革につなげます。 

  なお、デジタル技術によって行政サービスを効率化、簡素化して市民生活を

便利にする変革を行うとともに、業務そのものや組織、プロセス、職場の風土

を変革させる「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」を意識した取

り組みを検討します。 

 

（５）歳入確保の徹底、新たな財源の創出 

  本市の根幹となる市税収入について、課税客体の的確な捕捉に努めるととも

に、目標収納率達成を目指し、公法上の統一基準による債権回収強化、管理滞

納処分の徹底を図ります。各種使用料等についても負担の公平性の観点から収

入未済額を解消し、不納欠損が生じることがないよう対策を講じ、債権管理条

例に基づく適正管理、滞納処分の実施に努めます。また、広告収入や市有財産
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の貸付、売却をはじめ有形・無形の資産の有効活用を徹底的に推進し、ふるさ

とづくり寄附金の増収等あらゆる創意工夫を行い、債券等を活用した基金運用

など、財源の確保に努めます。 

国、県の特定財源の確保を第一に考え、各種補助制度について、様々な方法

を用いて情報取集・発信を積極的に行った上で最大限活用するとともに、地方

債の活用についても検討します。 

 

（６）公共施設の適切な管理・運営 

公共施設の老朽化対策等については、福津市公共施設等総合管理計画に基づ

き計画的に進めます。令和３年度までを目標に、当該総合管理計画に基づき、

個別施設の状態や維持管理・更新等に係る対策の順位の考え方、対策の内容や

実施時期等を定める個別施設計画を策定することとしています。策定にあたっ

ては総合管理計画の基本方針に沿うこととし、複合化や統廃合等によって公共

施設の最適な配置を実現することにより維持・更新費用の軽減・平準化を図り

ます。また、効率的な予算執行と適正な維持管理を行うため、施設の優先度に

応じた管理体制のもと経費の削減に努めます。 

公共施設の整備・運営にあたっては、民間の資金や創意工夫を活用すること

により、効率的かつ効果的で良好なサービスを実現するため、新型コロナウイ

ルス感染症対策等も考慮し、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの活用や指定管理者制度の

導入を検討します。 

 

（７）行財政改革の推進 

 今後は、高齢化社会の進展等に伴う社会保障関係経費や、老朽化した公共施

設の改修・更新費用、児童・生徒数の増加による関係経費の増加が見込まれ、

本市財政を取り巻く環境は楽観視できないことから、引き続き行政の効率化に

努めます。令和２年度までを期間とした「行財政集中改革プラン」の基本的方

針を継続し、さらに推し進めるべく「第３次行財政改革大綱」を策定し、持続

可能な行財政構造の構築を目指し、市民サービスの維持・向上を図ります。 

 

（８）受益者負担の適正化 

 財政状況が厳しくなる中、経費の節減や事務の効率化に努めるのは当然のこ

とですが、公共施設の使用料についても、その算定根拠を含め、市民がより理

解し納得できるような形に改め、公共施設を利用する受益者と利用しない人と

の均衡を図るという観点からも、早急な適正化を図ります。 

また、公共施設の使用料に限らず、サービスの提供内容に対して受益者負担
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額が低いものや公有財産の減免、無償貸与についても見直しを行い、維持管理

費用の安定した財源の確保や、市民の間にある負担の公平と、サービスの均衡

につなげるため、引き続き受益者負担のあり方について見直しを進めます。 

 

（９）補助費等の見直し 

補助金については、団体補助等の対象経費の明確化、運営費補助の原則廃止、

公益性の明確化を念頭に必要性や事業内容の検証を行い、検証結果を要求に反

映させます。必ず終期を定め、既得権化したものや奨励的に行ってきたもので、

その役割を終えたものは速やかに廃止します。国・県の補助制度に上乗せして

いる事業や効果の薄い少額負担金、謝金等報償費についても、必要性、妥当性

を検証し、随時見直しを行います。 

 

（１０）特別会計・企業会計における独立採算制の原則の確保 

特別会計については、積み上げによる要求としますが、特別会計の設置目的

に応じて、会計間の経費負担の適正化を図るとともに、一般会計からの繰入金

については、繰出基準に基づくものに限るなど、真に必要な額を計上します。 

企業会計については、独立採算を前提に、経営の一層の合理化、効率化を積

極的に推進し、経費の削減に努めつつ、長期的な収支見通しに立った経営の健

全化に努めます。また、一般会計からの繰入金については、繰出基準を明確に

し、基準外繰出の削減に努めます。 

また、住宅新築資金等貸付事業特別会計については、起債償還が終わる令和

３年度を目途に廃止とともに一般会計との統合を含めて検討します。 
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２．予算の概要（一般会計） 

 

  （単位：千円） 

令和３年度 

（６月補正後予算） 

令和２年度 

（当初予算） 

比  較 

増△減 伸び率(%) 

27,009,788 24,952,566 2,057,222 8.2 

 

一般会計予算の総額を２７，００９，７８８千円、前年度予算の総額に比べ２，

０５７，２２２千円、８．２％の増としています。 

歳入において、市税は新型コロナウイルス感染症の影響等を見込み、総額を６，

６４２，８０９千円、前年度に比べ８８，３４０千円、１．３％の減を見込んで

います。 

次に基金繰入金については、実施計画に基づく事業へ充当するためのまちづく

り基金、中学校校舎施設整備事業等の教育施設の建設費に充当するための教育施

設建設準備基金等特定目的基金、その他、扶助費等の義務的経費や物件費の増額

に伴う財源不足補てん、調整のための財政調整基金を繰り入れて編成しています。 

また、地方交付税につきましては、普通交付税について、算定に用いる国勢調

査人口の置き換えや地方財政計画における基準財政収入額の伸び率を反映して

計上し、特別交付税を含め対前年度から１１．０％の増を見込んだ編成としてい

ます。 

市債については、県営ため池整備事業債、橋梁長寿命化修繕事業債、通学路交

通安全対策事業債、狭あい道路整備促進事業債に係る公共事業等債５８，９００

千円、消防自動車整備事業債に係る防災対策事業債１４，３００千円、福間中学

校整備改修事業や中学校照明設備改修事業に係る学校教育施設整備事業債１，５

７５，５００千円、道路ストック修繕更新事業に係る公共施設等適正管理推進事

業債５６，７００千円、その他一般会計出資債１，３００千円を計上しています。 

臨時財政対策債については、国と地方の折半ルールに基づき、地方交付税の財

源不足分を市債に振り替えることになっておりますが、地方財源不足の拡大によ

り地方財政計画では伸び率が大幅に増となったことを勘案し、１，３８７，００

０千円、前年度に比べ１４３．８％の増としています。 

歳出においては、増加した主な要因としましては、総務費において、共働のふ

るさとづくり寄附金促進事業費やふるさとづくり寄附金積立金の増額により前

年度に比べ２８１，７０７千円、１１．２％の増としたこと、民生費において、

子育て世帯生活支援特別給付金事業の実施や、障害児通所支援事業費、児童手当
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支給事業費や私立保育所・管外保育所保育委託事業費の増額により前年度に比べ

１４８，１１０千円、１．４％の増としたこと、衛生費において、新型コロナウ

イルスワクチン接種事業の実施により、前年度に比べ５００，１１６千円、２６．

５％の増額としたこと、教育費において、福間中学校整備改修事業費の増額によ

り、前年度に比べ１，９７２，２６０千円、５１．８％の増としたことなどによ

るものです。 

こうした歳入歳出における変動要因により、総額で前年度に比べ２，０５７，

２２２千円、８．２％予算規模が増加する結果となっています。 

 

 

歳  入 

   （単位：千円） 

款･項 
令和３年度 

（６月補正後予算） 

令和２年度 

（当初予算） 

比  較 

増△減 伸び率(%) 

1.市税 6,642,809 6,731,149 △88,340 △1.3 

  1.市民税 3,156,665 3,302,686 △146,021 △4.4 

  2.固定資産税 2,974,220 2,969,153 5,067 0.2 

  3.軽自動車税 166,048 160,681 5,367 3.3 

  4.市たばこ税 345,876 298,629 47,247 15.8 

まず歳入では、市民税のうち、個人については人口増加による納税義務者数

の増加は見込まれるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による個人・法

人の所得金額の減少を見込み、市民税総額を３，１５６，６６５千円、前年度

に比べ１４６，０２１千円、４．４％の減とし、固定資産税のうち、家屋につ

いては評価替えにより価格の下落が見込まれるものの、土地については評価替

えによる価格の上昇を見込み、総額を２，９７４，２２０千円、前年度に比べ

５，０６７千円、０．２％の増、軽自動車税については、登録台数の伸びを見

込み、総額を１６６，０４８千円、前年度に比べ５，３６７千円、３．３％の

増としています。また、市たばこ税については、喫煙者率減少が見込まれるも

のの、令和２年１０月税率改正の影響を見込み、総額を３４５，８７６千円と

見込み、前年度に比べ４７，２４７千円、１５．８％の増としています。市税

全体でみると総額を６，６４２，８０９千円と見込み、前年度に比べ８８，３

４０千円、１．３％の減としています。 
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   （単位：千円） 

款 
令和３年度 

（６月補正後予算） 

令和２年度 

（当初予算） 

比  較 

増△減 伸び率(%) 

11.地方交付税 5,263,000  4,742,000  521,000 11.0 

地方交付税は、総務省が示した地方財政対策においては、総額で５．１％の

増となっています。今年度は、普通交付税算定の基礎数値である国勢調査人口

の置き換えが行われるため、本市においては普通交付税が大幅に増加するもの

と見込まれます。基準財政需要額及び基準財政収入額の試算結果により、総額

を５，２６３，０００千円と見込み、前年度に比べ５２１，０００千円、１１．

０％の増としています。 

   （単位：千円） 

款 
令和３年度 

（６月補正後予算） 

令和２年度 

（当初予算） 

比  較 

増△減 伸び率(%) 

15.国庫支出金 5,620,009  4,799,802  820,207 17.1 

16.県支出金 2,180,403  3,144,585  △964,182 △30.7 

次に、国庫支出金においては、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る

負担金・補助金や子育て世帯生活支援特別給付金事業に係る補助金、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆増、福間中学校整備改修事業に

係る負担金・補助金の増額により、総額を５，６２０，００９千円とし、前年

度に比べ８２０，２０７千円、１７．１％の増としております。 

県支出金については、穀類乾燥調製貯蔵施設の整備に係る強い農業・担い手

づくり総合支援交付金の皆減により、総額を２，１８０，４０３千円とし、前

年度に比べ９６４，１８２千円、３０．７％の減としております。 
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１．共育：誰もが「未来の創り手」として育つまち 

歳  出 まちづくり計画７つのテーマ別目標像における重点施策 

 

 

 

基本方針１ 
子どもの権利を守り、多様な子どもの居場所や主体的な参加の機会を

促進する 

  ①特別支援教育総合推進事業 

特別支援教育の必要がある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服できるよう適切な

指導及び支援を行なうための経費として、３３，５６０千円を計上しました。 

 

②教育相談事業 

いじめや不登校などの諸問題に関して、学校・家庭・地域・関係機関等が

相互に密接な連携を図り、きめ細やかで継続的な支援を行っていくため、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、指導主事を配置します。

このための経費として、１９，１００千円を計上しました。 

 

③福間中学校整備改修事業 

校舎の老朽化と生徒数の増加に対応した増築建替え等のため、福間中学校

改築工事を実施します。平成３１年度（令和元年度）から令和４年度までの

継続事業で、令和３年度はその３年目として、新校舎（教室棟・管理棟）の

建設工事を実施します。このための経費として、２，７３５，８７９千円を

計上しました。 

 

 

 

基本方針２ 子育て中の親を支援する環境を充実させる 

①医療的ケア児在宅レスパイト事業 

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族のレスパイト（休息）を目的

として、健康保険法適用対象外の訪問看護の利用に係る経費の助成を行いま

す。このための経費として、４５０千円を計上しました。 
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②病児保育事業 

保護者の就労と子育ての両立を支援すると伴に、子どもが安全に過ごせる

ようにするため、病児保育・病後児保育事業を実施します。このための経費

として、２５，９４４千円を計上しました。 

 

③私立保育所・管外保育所保育委託事業 

保育の必要な就学前児童の健やかな養育を図るため、認可保育所 11園（分

園含む）、地域型保育施設 9園（小規模保育所、事業所内保育所）に保育を

必要とする子どもの保育の実施を委託するための経費として、１，７６６，

５７９千円を計上しました。 

 

④認定こども園運営事業 

学校教育・保育の一体的な提供、地域の子育て家庭を支援することにより、

児童の健やかな育成を図るため、認定こども園（保育認定を受けた子どもと

教育認定を受けた子どもが入所できる施設。）に対し施設型給付費を支給す

るための経費として、３２４，３３８千円を計上しました。 

 

⑤学童保育所管理運営事業 

保護者が就労等により放課後に家にいない児童を学童保育所で保育する

ことにより、仕事と子育ての両立を支援するとともに、児童の健やかな育成

を図ります。このための経費として、１０３，９５７千円を計上しました。 

 

⑥子ども医療費支給事業（単独分） 

子どもの疾病の早期発見と早期治療および保護者の経済的負担軽減のた

め、保険診療による医療費の一部を助成します。福津市では県の助成制度以

外に独自助成も実施しており、このための経費として、３８，３５６千円を

計上しました。 

     

⑦地域子育て支援センター事業 

子育て支援センター「なかよし」を中心に親子が一緒に遊び、交流し、学

べる場所を設置します。また、子育て支援に関する講座や子育て相談を行う

ための経費として、８，１４９千円を計上しました。 

 

⑧ファミリー・サポート・センター事業 

育児の援助を行いたい人（まかせて会員）と育児の援助を受けたい人（お

-12-



ねがい会員）を会員登録し、会員同士の子育て援助活動を支援するための経

費として、３，４３４千円を計上しました。 

 

  ⑨産後ケア事業 

産後の心身の機能回復や養育等に不安を持つ産婦が、安心して子育てがで

きる支援体制を確保するための経費として、９８５千円を計上しました。 

 

 

基本方針３ 豊かな体験を育み、社会に開かれた教育を推進する 

①地域学校協働活動事業 

学校と地域の架け橋となる役割を担う地域学校協働活動推進員（地域コー

ディネータ）を配置し、地域と学校が目標を共有して行う「双方向の連携・

協働型の活動」の充実を目指します。このための経費として、２，４５１千

円を計上しました。 

 

②教育研究開発事業 

   研究開発学校指定を受けた上西郷小学校において、対話力・英語力の向上

に向けた個の学習到達度や学習課題に応じた異学年協働学習に関する研究

開発を行います。このための経費として、２，５４９千円を計上しました。 

 

③学力向上基盤づくり調査研究事業 

小学校段階で必要な資質・能力を明確にするとともに、この資質を身に付

けるための教育課程と地域・家庭における学習のあり方について研究します。

文部科学省の委託指定を受けた津屋崎小学校において研究を行います。この

ための経費として、１，９９６千円を計上しました。 

   

④アンビシャス広場推進事業 

放課後等の子どもの居場所を確保するとともに、自主性、自立性や社会性、

豊かな感性や創造性、体力や運動能力を育むなど、子どもたちの健全な育成

を図ります。このための経費として、１，３２９千円を計上しました。 
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２．地域自治：人がつながり活躍する共助と共働のまち 

 

 

 

基本方針１ 郷づくりによる地方自治の推進を支援する 

①防犯灯ＬＥＤ化支援事業 

自治会が維持管理する防犯灯をすべてＬＥＤ化する際の、工事費の一部を

市が補助します。補助事業の実施期間は、令和６年度までで、次年度の経費

として、７，３２１千円を計上しました。 

 

②郷づくり交付金事業 

郷づくり地域で、さまざまな団体・組織が連携し市民の力で地域課題の解

決につながる市民公益活動を行うことで、市民が支え合い安心・安全に暮ら

せるまちをつくるため、交付金を交付します。このための経費として、１３

５，２８７千円を計上しました。 

 

 

基本方針２ 郷づくりの担い手育成と幅広い市民参加を促進する 

  ①郷づくり活動拠点維持管理事業 

   郷づくりの活動拠点となる「郷づくり交流センター」の維持管理を行うと

ともに、活動の継続と活性化を図るための環境を整えるための経費として、

５，４７１千円を計上しました。 

 

 

基本方針３ さまざまな個人や団体間の共働を推進する 

  ①住みよいまちづくり推進企画活動補助事業 

市内で自主的、主体的な企画活動している団体に対して、補助金を交付し

て活動を支援することにより、住みよいまちづくりに参画する市民を増やし、

自立した団体へと育成支援することを目指します。このための経費として、

１，２７２千円を計上しました。 
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３．健康：健康で生き生きと暮らせるまち 

  ②中間支援機能構築事業 

   多様な人財による共創のまちづくりの実現を目指し、市民共働・公民連携

の取組みを促進する中間支援機能の立ち上げ及び効果的運営に取り組みま

す。令和３年度は機能の基礎構築及びモデル事業を実施し、本格実施に向け

た準備を整えます。このための経費として、６，１０３千円を計上しました。 

 

 

 

基本方針１ 日常の中での健康づくりの取り組みを推進する 

①がん検診及びがん検診推進事業 

 がんの早期発見、早期治療により、がんによる死亡率を低下させ、市民の

ＱОＬ（生活の質）を保つため、がん検診を行います。このための経費とし

て、２５，０４８千円を計上しました。 

 

②節目健診事業 

   高齢期における健康を維持し健康寿命の延伸を図るため、歯の喪失を予防

すること、骨粗しょう症を予防することを目的に、節目の年齢において検診

の機会を提供します。このための経費として、２，４２０千円を計上しまし

た。 

 

基本方針２ 生涯学習や活躍の機会を通じた生きがいを増進する 

  ①電子図書館導入事業 

   図書館への来館が困難な人や視聴覚障がい者向けに、新たに非来館型の電

子図書館サービスを展開します。このための経費として、３０，５３１千円

を計上しました。 

 

②カレッジ講座運営事業 

   ふるさとや地域、自分たちの住んでいるところである「郷」に学び、育て

られ、また、「郷」をみんなで育てていく、福津の「ひと・もの・こと」を

生かした福津市独自の総合学習システム「郷育カレッジ」を開催・運営する

ための経費として、１，７４３千円を計上しました。 
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４．安全安心：安全・安心・快適に住み続けられるまち 

基本方針３ すべての人の自己決定や意思尊重を大切にするしくみを育てる 

①男女共同参画相談事業 

   ＤＶやハラスメントをはじめとしたトラブルに苦しむ市民の相談を受け、

適切な相談窓口を紹介し、専門家のアドバイスを得る機会を提供することに

より、深刻な被害を未然に防ぎ、解決に導くための経費として、９９５千円

を計上しました。 

 

②人権啓発冊子等作成事務 

市内の園児・児童や市民一人ひとりに対して、正しい人権意識の醸成や更

なる人権感覚の高揚を図るため、人権の花運動の実施や人権啓発冊子を作成

します。このための経費として、７５１千円を計上しました。 

 

 

 

 

基本方針１ 災害に強いインフラ整備と地域防災力を強化する 

①農村地域防災減災事業 

   市内防災重点ため池の決壊の危険性を評価するため、１０箇所の劣化状況

評価と、４箇所の地震・豪雨耐性評価を行います。このための経費として、

３６，１８０千円を計上しました。 

 

②消防自動車購入事業 

   消防団には１１分団の陸上分団があり、火災等の災害を鎮圧・制圧するた

め、それぞれに消防自動車を２台（第３・第４分団は 1台）配備しています。

配備した消防自動車については２５年程度を目途に、老朽化した車両を更新

しており、令和３年度は 1 台を更新します。このための経費として、１９，

９１０千円を計上しました。 
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基本方針２ 暮らしやすさを実感できる生活基盤を整備する 

①コミュニティバス運行委託事業 

   「ふくつミニバス」（市内５ルート）の運行や乗継補助金等に要する経費

として、５１，２７２千円を計上しました。令和３年４月より、新たな路線

で運行しています。 

 

  ②通学路交通安全対策事業 

   通学路の危険箇所を解消し、安全性の向上を図るため、交通安全施設の設

置等を進める経費として、４３，０００千円を計上しました。 

 

  ③狭あい道路整備促進事業 

   道路幅員４．０ｍ未満の狭あい道路について、地域交通の快適さや安全性

の向上並びに緊急車両通行の問題を解消するための経費として、３６，５０

０千円を計上しました。 

 

④橋梁長寿命化修繕事業 

市管理道路橋梁を対象とした個別施設計画に基づき、橋梁の計画的な点検

調査や予防保全工事を行います。このための経費として、６９，２２０千円

を計上しました。 

 

 

基本方針３ 社会資本の有効活用と改善の推進体制を整備する 

  ①防災事業 

   備蓄計画に基づく非常用の備蓄品の購入、地域防災力の向上のため防災講

習会を開催し防災推進員として認定、その他市民の防災意識向上を図るため

の経費として、１，８０１千円を計上しました。 
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５．環境保全：自然・歴史・景観などの資源が守られ生かされるまち  

 

 

 

基本方針１ 受け継がれてきた自然を守り、育てる 

  ①福津市生物多様性地域戦略推進事業 

   地域の生物多様性を守るための取り組みを広く共有し、継承していくため

の取り組みに関する経費として、１７０千円を計上しました。 

 

  ②津屋崎古墳群保存整備事業 

   国指定史跡である津屋崎古墳群について、古墳などの保存整備事業を進め、

史跡の保存活用を図ります。令和３年度は前年度に引き続き、世界遺産であ

る新原・奴山古墳群の３０号墳について保存修理を行います。また、３４号

墳保存修理のための事前発掘調査を行います。このための経費として、２８，

９４９千円を計上しました。 

 

基本方針２ 福津の環境を受け継ぐ子孫のために、地球温暖化を緩和する 

  ①森林経営管理事業 

森林環境譲与税を原資として、福津市森林整備計画に定められた森林につ

いて、森林所有者に対し経営管理意向調査を実施の上、経営管理権集積計画

を作成します。また、市が所有する森林の公益的機能の向上を図るため調査

を行い、必要に応じて間伐を実施します。このための経費として、６，３９

６千円を計上しました。 

 

基本方針３ 快適な生活環境をつくる 

  ①し尿処理施設整備事業 

   令和６年３月に宗像浄化センターの使用期限を迎えるため、令和５年度に

完成する古賀市の施設に令和６年度からし尿処理業務を委託します。これに

伴うし尿処理施設整備事業の負担金を古賀市に拠出するため、２３，５８２

千円を計上しました。 
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６．地域産業：地域の産業が経済を支えるまち 

基本方針４ 環境を守るための地域共働のしくみをつくる 

  ①環境フォーラム開催事業 

   市民、市民団体、教育機関、事業者と連携し、市内での環境保全活動の取

り組みの紹介を中心に、展示ブースの設置、体験イベント、ステージイベン

トを行い、次世代間の交流や環境学習の機会の場としての充実を図るための

経費として、２９１千円を計上しました。 

 

  ②エコショップ認定事業 

   ごみの減量化、リサイクルの推進や環境保全活動に積極的に取り組む事業

者を福津市エコショップ認定事業所として認定し、市民に広く周知し、利用

してもらうことで地球環境にやさしいライフスタイルの確立していくため

の経費として、１７０千円を計上しました。 

 

 

 

 

基本方針１ 農水産業分野の収益性を向上させ、担い手を育てる 

  ①農業次世代人材投資資金事業 

   若手農業者の育成が今後重要な取り組みとなっており、新規就農の増加を

図るため「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられた５０

歳未満で新規就農する者に補助を行う経費として、６，８８５千円を計上し

ました。 

 

②活力ある高収益型園芸産地育成事業 

   園芸農業の生産額の増大と持続的な発展を図るため、先進技術の導入や省

力機械等の整備に対する補助金の経費として、７，５５１千円を計上しまし

た。 

 

③水田農業担い手機械導入支援事業 

 生産コスト低減に積極的に取り組む担い手を育成し、競争力のある土地利

用型農業を確立するための高性能農業機械の導入に対する補助金の経費と
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７．観光振興：福津の魅力を生かした持続可能な観光のまち 

  

して、５８０千円を計上しました。 

 

④水産振興補助事業 

 水産業の振興及び漁獲髙の安定を図るために宗像漁協が行う漁場の保全、

営漁改善事業等に補助金を交付します。このための経費として、３，７５０

千円を計上しました。 

 

 

基本方針２ 多様な産業が連携し、地産地消を促進する 

  ①地域商社「福津いいざい」事業 

   第２期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる「地域資源を生か

した魅力ある稼ぐしごとづくり」を踏まえ、福津産の農・水産物の流通活性

化を目指します。農業・水産業の振興の一翼を担う地域商社「福津いいざい」

の活動を支援し、市内直販所と連携を図り、福津産品の販路開拓や地産地消

の推進に取り組み、市経済の好循環を目指します。このための経費として、

４，１１７千円を計上しました。 

 

 

基本方針３ 起業・継業促進と事務所誘致で、働く場を増やす 

  ①創業支援事業 

市内で創業予定もしくは創業１年以内の事業者に対し、創業資金の一部を

補助することにより市内雇用の創出及び地域経済の発展を図ります。このた

めの経費として、３，５００千円を計上しました。 

 

 

 

 

基本方針１ 国内外の人が何度も訪れたくなる魅力を磨く 

  ①世界遺産保存活用事業 

   新原・奴山古墳群への公共交通対策費、展望所におけるガイド委託料、及
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び古墳群を活用したイベント開催経費等として、２，４１１千円を計上しま

した。 

 

②ふくつ自然塾整備事業 

   多彩で豊かな自然環境、伝統文化等、福津に暮らす人々の生活を通じた体

験・交流により、多くの人々に関心を持っていただく機会を提供することで、

市の知名度・認知度向上を図るための経費として、４，５２５千円を計上し

ました。 

 

 ③新たな魅力開発発信事業 

   コロナ禍において観光客の直接的な誘客は困難な状況が続く中、コロナ収

束後の「観光地としての福津」を見据え、密を避けながら誘客につながる新

たな観光資源を主軸においてプロモーションを展開し「選ばれる観光地」と

なることを目指します。このための経費として、５，５００千円を計上しま

した。 

 

 ④観光協会補助事業 

   福津市の観光事業の振興、地域の活性化及び文化の向上、観光客の増加を

図るための経費として、７，４００千円を計上しました。 

 

基本方針２ 観光拠点を整備し、観光消費額を拡大する 

①観光産業活性化推進事業 

   第２次観光基本計画に基づき、観光の主要拠点である津屋崎千軒地域及び

周辺一帯を面としてとらえ、地域ならではの特産品、歴史・文化により多く

触れることができる環境づくりを図るため、市の施設を中心にその活用につ

いて新たな可能性調査を行い、アクションプランを策定します。このための

経費として、８，８７５千円を計上しました。 

 

基本方針３ ブランドの構築や管理、販売促進のための活動を強化する 

①産品消費拡大・販売促進事業 

 流通促進に資するイベント等で福津産品を強力に売り込むことにより、継

続的な福津産品の販売促進ならびに消費拡大につなげます。このための経費
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８．まちづくり計画推進にあたっての基本的な考え方 

として、８，８０２千円を計上しました。 

 

②観光推進組織体制強化事業 

   市の観光振興の主体である（一社）ふくつ観光協会に対する、観光地域づ

くり法人（ＤＭＯ）の登録に向けた体制整備及び事業拡大に対する補助金の

経費として、７，３６６千円を計上しました。 

 

  

 

 

①行政経営システム構築事業 

 まちづくり基本構想に掲げる「創造的な行政経営による変革」を進めるため、 

行政経営システムの構築とシステムの運用ルールを定めるとともに、それら

の考え方や必要性に対する職員の理解向上を図ります。このための経費とし

て、３，１４６千円を計上しました。 

 

②ＳＤＧｓ推進事業 

ＳＤＧｓをテーマにした有識者等による講演会やフォーラムの開催、ＳＤ

Ｇｓの推進に資する事業に取り組んでいる市民や団体等を表彰する『ふくつ

ＳＤＧｓ賞』の実施により、ＳＤＧｓに対する市民の認知度の向上や理解の

深化を図ります。このための経費として、３４１千円を計上しました。 

 

③基金運用 

   基金の現金において、安全性に配慮しつつ、国債の購入など債券を中心に

市場の動向を見極めながら効率的かつ効果的な運用により、利息、売却益な

ど運用益の増収を図ります。 

 

④福岡都市圏産官学交流事業 

   他自治体や企業等の先行事例の情報収集、新たな施策立案力の向上、さま

ざまなステークホルダーとの連携の模索を図り、事業構想力や企業とのネッ

トワークづくりを行うための経費として、３００千円を計上しました。 

 

  ⑤職員研修事業 

   個々の職員の資質や業務遂行能力、創造性、企画立案力などの向上を図る
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ことにより、行政運営に寄与する優秀な人材を育成し、さらなる市民サービ

スの向上を目指します。このための経費として、３，３７０千円を計上しま

した。 

 

  ⑤コンビニ交付事業 

   各種証明書等の取得に関して、市民ニーズの多様化に応えるため、利便性

の向上を図ります。また、コンビニ交付利用拡大により行政事務の効率化を

図ります。このための経費として、３，８４３千円を計上しました。 

 

⑥市民窓口改善事業 

   住民異動や証明発行等業務及び総合案内業務を民間委託し、繁忙期におい

ても柔軟な人員配置を行うなど、混雑緩和及びスピ－ドアップを図り、持続

的に安定した窓口サービスを一体的に提供しています。このための経費とし

て、３０，０７１千円を計上しました。 

 

⑦広報紙発行事業 

 市が行っている事業等について情報提供を行い、また、多くの市民のかた

の取材等への協力を得ながら情報を発信し、市への理解を深めてもらうため

に広報紙を月１回発行します。このための経費として、２９，４１５千円を

計上しました。 

 

⑧公式ホームページ運営事業 

 行政案内、各種手続き、観光情報、行事の案内等をインターネット上で閲

覧できるようにし、最新の市政情報を市内外に情報発信を行います。平成３

１年度（令和元年度）に公式ホームページをリニューアルし、併せて、情報

をより迅速に登録できるシステムを導入し、庁内でページの更新が完結でき

るようになったため、更なる積極的な情報公開と迅速な情報提供を行います。

このための経費として、１，６２４千円を計上しました。 

 

⑨共働のふるさとづくり寄附金促進事業 

   ふるさと納税制度を活用して、財源の確保を図るとともに、地場産品のＰ

Ｒ、ひいては市内経済の好循環を生み出すための経費として、３１０，８１

４千円を計上しました。 
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１．予算の概要 

 

（１）一般会計予算の概要 

 

 令和３年度の一般会計予算の総額は２７，００９，７８８千円で、前年度比２，０５７，

２２２千円、８．２％の増となった。 

 

 歳  入  

 

歳入予算の推移                           単位：千円、％ 

  

令和３年度 

６月補正後予算 

令和２年度 

当初予算 
比    較 

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率 

市 税 6,642,809 24.6 6,731,149 27.0 △88,340 △1.3 

地 方 交 付 税 5,263,000 19.5 4,742,000 19.0 521,000 11.0 

国 県 支 出 金 7,800,412 28.9 7,944,387 31.9 △143,975 △1.8 

繰 入 金 1,119,397 4.1 1,180,401 4.7 △61,004 △5.2 

市 債 3,093,700 11.5 1,328,300 5.3 1,765,400 132.9 

そ の 他 3,090,470 11.4 3,026,329 12.1 64,141 2.1 

合 計 27,009,788 100.0 24,952,566 100.0 2,057,222 8.2 

 

 
※表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない個所があります。 

 

①  市税 

 前年度比で８８，３４０千円減（△１．３％） の６，６４２，８０９千円を計上した。 

 各税目で見ると、個人市民税が２，９２３，１９７千円で前年度比１０６，６２３千円

減（△３．５％）、法人市民税が２３３，４６８千円で３９，３９８千円減（△１４．４％）、

固定資産税が２，９７４，２２０千円で、５，０６７千円増（０．２％）となった。 

6,731

6,643
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一般会計歳入予算額の比較

市税 地方交付税 国県支出金 繰入金 市債 その他

単位：百万円
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※表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない個所があります。 

 

②  地方交付税 

 前年度比で５２１，０００千円増（１１．０％）の５，２６３，０００千円を計上した。 

 普通交付税については、国勢調査人口の置き換えによる基準財政需要額の大幅な増加を

見込み、増額としている。 

 

※表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない個所があります。 

 

③  国県支出金 

 前年度比で１４３，９７５千円減（△１．８％）の７，８００，４１２千円を計上した。 

 これは、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る国の負担金・補助金が４３２，３

６７千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が１９２，９３６千円の皆
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増、福間中学校の整備改修事業に係る国の負担金・交付金が３７３，８２７千円増（２５

２．２％）、障害児給付費負担金が国県合わせて１４４，４９９千円増（７１．６％）、子

どものための教育・保育給付費負担金が国県合わせて１２０，２３４千円増（８．４％）

となったものの、強い農業・担い手づくり総合支援交付金が１，０５０，０００千円、保

育所等整備交付金が３１９，５７３千円の皆減、子育てのための施設等利用給付交付金が

国県あわせて８９，６４５千円減（△２８．５％）、となったことなどが主な要因として挙

げられる。 

 

④  繰入金 

 前年度比で６１，００４千円減（△５．２％）の１，１１９，３９７千円を計上した。 

 これは、教育施設建設準備基金繰入金が１６８，９００千円増（３５．２％）となった

ものの、歳出における扶助費などの義務的経費や物件費等の増加に伴う財源不足を補填す

るための財政調整基金繰入金が２３０，０００千円減（△７９．３％）となったことなど

によるものである。 

 

 

※表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない個所があります。 

 

⑤  市債 

 前年度比で１，７６５，４００千円増（１３２．９％）の３，０９３，７００千円を計

上した。 

 これは、福間小学校整備改修事業に充当する学校教育施設等整備事業債が２１０，４０

０千円の皆減となったものの、臨時財政対策債が８１８，０００千円増（１４３．８％）

となったことや、福間中学校整備改修事業に充当する学校教育施設等整備事業債が１，１

２３，３００千円増（２５６．８％）となったことが主な要因として挙げられる。 
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歳  出 

 

歳出予算の推移                           単位：千円、％ 

  

令和３年度 

６月補正後予算 

令和２年度 

当初予算 
比較 

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率 

人 件 費 3,199,295 11.8 3,099,457 12.4 99,838 3.2 

物 件 費 3,858,146 14.3 3,229,058 12.8 629,008 19.5 

扶 助 費 7,681,727 28.4 7,348,635 29.5 333,092 4.5 

事 業 費 3,777,331 14.0 3,508,424 14.1   268,907 7.7 

公 債 費 1,991,300 7.4 1,960,295 7.9 31,005 1.6 

繰 出 金 2,409,398 8.9 2,294,052 9.2 115,346 5.0 

そ の 他 4,092,591 15.2 3,512,645 14.1 579,946 16.5 

合 計 27,009,788 100.0 24,952,566 100.0 2,057,222 8.2 

※事業費は、普通建設事業費と災害復旧事業費の合計。 

 

 

 

①  人件費 

 前年度比で９９，８３８千円増（３．２％）の３，１９９，２９５千円を計上した。 

 これは、国勢調査事務の調査員報酬が２０，０４４千円皆減となったものの、新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業の実施等による会計年度任用職員数の増加等により、会計年

度任用職員の報酬・給与が５１，２３０千円、職員数増加の影響により正規職員の人件費

が３９，５７９千円それぞれ増額となったことなどが主な要因として挙げられる。 

 ※普通会計の人件費の推移については３９ページの「職員数及び人件費の推移（普通会計）」を参照 

 

②  物件費 

 前年度比で６２９，０８８千円増（１９．５％）の３，８５８，１４６千円を計上した。 

これは、農業用ため池ハザードマップ作成委託料が３５，８６０千円皆減となったもの

3,099

3,199

3,229

3,858

7,349

7,682

3,508

3,777

1,960

1,991

2,294

2,409

3,513

4,093

0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000 27,500

令和２年度

当初予算

令和３年度

６月補正後予算

一般会計歳出予算額の推移

人件費 物件費 扶助費 事業費 公債費 繰出金 その他

単位：百万円
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の、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る予防接種委託料やコールセンター業務委

託料等の物件費が３４４，５１６千円、キャッシュレス消費喚起委託料が４３，９７０千

円、農業用ため池の耐震調査委託料が３３，１８０千円の皆増、小中学校・共同調理場の

給食調理業務委託料が６４，２２９千円、共働のふるさとづくり寄附金事業の推進に伴い、

ふるさと納税包括業務委託料が３６，２１０千円、小学校教科書指導書等購入費が３４，

８２６千円それぞれ増額となったことなどが主な要因として挙げられる。 

 

③  扶助費 

 前年度比で３３３，０９２千円増（４．５％）の７，６８１，７２７千円を計上した。 

 これは、生活保護費が３５，５４７千円減額となったものの、障害児支援給付費が１９

２，６６７千円、転入者の増加により児童手当が４７，５００千円、私立保育所運営委託

料が４５，８７０千円、障害者自立支援給付費が２７，１０２千円それぞれ増額となった

ことなどが主な要因として挙げられる。 

 

④  事業費 

 前年度比で２６８，９０７千円増（７．７％）の３，７７７，３３１千円を計上した。 

これは、強い農業・担い手づくり総合支援事業が１，０５０，０００千円、認可保育所

定数確保事業が３６６，４４０千円皆減、福間小学校整備改修事業が３３５，９１７千円

の減額となったものの、道路ストック修繕更新事業が６３，００８千円皆増、福間中学校

整備改修事業１，９１４，８０５千円、津屋崎小学校整備改修事業５３，０４３千円がそ

れぞれ増額となったことなどが主な要因として挙げられる。 

 

⑤  公債費 

 前年度比で３１，００５千円増（１．６％）の１，９９１，３００千円を計上した。 

これは、平成１７年度に実施した五反田市営住宅建設事業に係る公営住宅建設事業債や、

平成２２年度に実施した古墳公園用地購入に係る公共用地先行取得事業債などの償還が終

了したものの、平成２９年度の臨時財政対策債や、平成３１年度実施の小中学校空調整備

事業に係る学校教育施設等整備事業債などの元金償還が開始することが主な要因として挙

げられる。 

※普通会計の公債費の推移については３８ページの「市債の推移（普通会計）」を参照 

 

⑥  繰出金 

 前年度比で１１５，３４６千円増（５．０％）の２，４０９，３９８千円を計上した。 

これは、介護給付費の増加等に伴い介護保険事業特別会計繰出金が３８，９３５千円、

国民健康保険事業特別会計繰出金が３３，０９３千円、後期高齢者医療広域連合負担金が

３２，９９４千円それぞれ増額となったことなどが主な要因として挙げられる。 
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⑦  その他 

 前年度比で５７９，９４６千円増（１６．５％）の４，０９２，５９１千円を計上した。 

これは、宗像地区事務組合水道事業会計負担金が３０，５１３千円減額となったものの、

子育て世帯生活支援特別給付金が１２２，７００千円の皆増、共働のふるさとづくり寄附

金の推進によりふるさとづくり基金積立金が２００，０００千円、共働のふるさとづくり

寄附金促進事業の記念品代が８０，０００千円、新型コロナウイルスワクチン接種事業に

おける医師等への報償費が６９，８８８千円、宗像地区急患センターの経常費負担金が６

０，９２５千円それぞれ増額となったことが主な要因として挙げられる。 

484 
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783 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

令和２年度

当初予算
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特別会計
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療養給付費負担金

単位：百万円
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（２）一般会計予算性質別経費等明細書

人件費 物件費 扶助費 事業費 公債費 繰出金

１ 193,649 22,812 120

２ 1,042,913 632,806 6,720 15,117

３ 658,049 261,472 7,067,212 4,708 2,409,397

４ 257,423 1,219,481 13,613 38,286

５ 3

６ 124,774 127,185 1,385 46,969

７ 62,571 99,653 120 1,217

８ 169,602 263,355 915 445,841

９ 22,694 35,721 22,953

10 667,620 1,195,658 591,642 3,198,109

11 4,130

12 1,991,300

13 1 1

14

3,199,295 3,858,146 7,681,727 3,777,331 1,991,300 2,409,398

11.8 14.3 28.4 14.0 7.4 8.9

一般財源 2,882,377 2,758,363 2,063,508 397,123 1,985,913 1,965,624

特定財源 316,918 1,099,783 5,618,219 3,380,208 5,387 443,774

3,099,457 3,229,058 7,348,635 3,508,424 1,960,295 2,294,052

12.4 12.9 29.4 14.1 7.9 9.2

99,838 629,088 333,092 268,907 31,005 115,346

3.2 19.5 4.5 7.7 1.6 5.0

報酬
給料
職員手当等
共済費
退職手当組
合負担金

旅費
交際費
需用費
役務費
委託料
使用料
備品購入費
原材料費

扶助費
委託料

工事請負費
公有財産購
入費
関連事務費

元利償還金 特別会計繰
出金

構　成　比　（％）

性質別経費
の財源内訳

前年度当初予算

構　成　比　（％）

対前年度増減額

対前年度増減率　（％）

計

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金

予備費

民生費

性 質 別 内 訳

議会費

総務費
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（単位：千円）

補助費等 その他 歳出合計 構成比(％)
義務的
経　費

一般行政
経　　費

投資的
経　費

その他
経　費

1,188 217,769 0.8 193,769 24,000

496,515 602,652 2,796,723 10.4 1,049,633 1,132,098 15,117 599,875

287,244 2,871 10,690,953 39.6 7,725,261 551,127 4,708 2,409,857

846,919 9,816 2,385,538 8.8 271,036 2,071,654 38,286 4,562

3 0.0 3

49,766 24,298 374,377 1.4 126,159 194,912 46,969 6,337

48,594 36,759 248,914 0.9 62,691 150,006 1,217 35,000

658,500 115,268 1,653,481 6.1 170,517 1,037,123 445,841

743,880 3,996 829,244 3.1 22,694 783,597 22,953

96,769 30,001 5,779,799 21.4 1,259,262 1,308,895 3,198,109 13,533

4,130 0.0 4,130

1,991,300 7.4 1,991,300

2 0.0 1 1

37,555 37,555 0.1 37,555

3,229,375 863,216 27,009,788 100.0 12,872,322 7,253,415 3,777,331 3,106,720

12.0 3.2 100.0 47.7 26.8 14.0 11.5

2,842,724 186,055 15,081,687 55.8 6,931,798 5,738,841 397,123 2,013,925

386,651 677,161 11,928,101 44.2 5,940,524 1,514,574 3,380,208 1,092,795

2,788,500 724,145 24,952,566 12,408,387 6,170,127 3,508,424 2,865,628

11.2 2.9 100.0 49.7 24.7 14.1 11.5

440,875 139,071 2,057,222 463,935 1,083,288 268,907 241,092

15.8 19.2 8.2 3.7 17.6 7.7 8.4

負担金
補助金
交付金
報償費

積立金
投資及び出
資金
貸付金
予備費

人件費
扶助費
公債費

物件費
維持補修費
補助費等

普通建設事
業費
災害復旧事
業費
失業対策費

積立金
投資及び出
資金
貸付金
繰出金
予備費

性 質 別 内 訳 経 費 別 分 類
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（３）一般会計予算節別明細書

１ ２ ３ ４ ５ ６

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費
農 林 水
産 業 費

１ 報酬 371,425 85,464 36,545 73,543 1,954 9,906

２ 給料 1,213,353 22,975 441,569 277,402 122,103 52,053

３ 職員手当等 848,478 44,576 295,499 176,185 76,610 37,446

４ 共済費 464,414 36,358 197,384 86,433 36,495 17,384

５ 災害補償費 0

６ 恩給及び退職年金 0

７ 報償費 164,759 100 208,678 4,458 81,351 737

８ 旅費 54,666 7,545 7,793 5,036 442 3 1,183

９ 交際費 1,350 500 800

１０ 需用費 523,935 3,565 70,451 30,127 62,603 22,793

１１ 役務費 142,392 3,946 71,001 21,636 42,614 1,031

１２ 委託料 4,638,990 6,767 400,278 2,320,784 1,114,784 114,482

１３ 使用料及び賃借料 482,878 489 91,064 4,206 1,324 307

１４ 工事請負費 1,478,203 15,117 3,058 13,766 10,496

１５ 原材料費 15,138 29 62 1,000

１６ 公有財産購入費 10,101 6,297

１７ 備品購入費 80,140 4,614 2,006 3,801 5,168

１８ 負担金・補助及び交付金 5,134,540 5,484 337,032 1,119,110 810,191 87,757

１９ 扶助費 5,232,369 4,940,349 12,173

２０ 貸付金 35,460 460

２１ 補償・補填及び賠償金 1

２２ 償還金・利子及び割引料 1,979,344 18,949 10 703

２３ 投資及び出資金 4,035 4,410

２４ 積立金 493,287 599,875 152 6,337

２５ 寄附金 0

２６ 公課費 744 74

２７ 繰出金 1,543,770 1,626,121

２８ 予備費 38,794

24,952,566 217,769 2,796,723 10,690,953 2,385,538 3 374,377

国庫支出金 4,799,802 93,176 4,002,379 452,603 36,180

県支出金 3,144,585 120,777 1,802,268 11,671 58,501

市債 759,300 1,300 12,800

その他 2,123,972 324 760,765 233,160 221,433 67,222

一般財源 14,124,907 217,445 1,822,005 4,653,146 1,698,531 3 199,674

前 年 度
当 初 予 算

計

財
源
内
訳
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（単位：千円）

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費
災 害
復 旧 費

公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費

98 509 14,757 166,897 389,673 4.9

26,494 81,081 225,373 1,249,050 2.9

23,225 51,840 167,936 873,317 2.9

8,435 23,814 1,005 70,403 477,711 2.9

0 － 

0 － 

75 280 8,955 14,391 319,025 93.6

136 757 21,992 11,572 46 56,505 3.4

50 1,350 0.0

3,498 29,049 11,069 240,854 84 474,093 △ 9.5

706 1,079 2,835 34,882 179,730 26.2

95,863 416,620 4,026 798,286 1,500 5,273,390 13.7

2,151 3,266 486 417,405 520,698 7.8

381 289,851 2,578 2,771,328 2,500 3,109,075 110.3

13,300 851 15,242 0.7

11,275 1 17,573 74.0

790 20,822 122,167 159,368 98.9

52,852 726,969 740,174 135,026 4,014,595 △ 21.8

588,492 5,541,014 5.9

35,000 35,460 0.0

3,001 314 3,315 331400.0

1,991,300 2,010,962 1.6

4,410 9.3

13,533 619,897 25.7

0 － 

545 39 658 △ 11.6

1 1,626,122 5.3

37,555 37,555 △ 3.2

248,914 1,653,481 829,244 5,779,799 4,130 1,991,300 2 37,555 27,009,788 8.2

60,270 83,396 892,005 5,620,009 17.1

12 22,827 50 164,297 2,180,403 △ 30.7

102,800 14,300 1,575,500 1,706,700 124.8

37,159 183,530 14,382 897,627 5,387 2,420,989 14.0

151,473 1,260,928 800,512 2,250,370 4,130 1,985,913 2 37,555 15,081,687 6.8

計
対 前 年 度
増 減 率
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２．参考資料

（１）会計別予算額 単位：千円、％

令和３年度
６月補正後予算

令和２年度
当初予算

増減額 増減率
令和３年度
構成比

27,009,788 24,952,566 2,057,222 8.2 61.9

13,176,953 12,994,172 182,781 1.4 30.2

国民健康保険事業特別会計 6,629,240 6,739,054 △ 109,814 △ 1.6 15.2

後期高齢者医療事業
特別会計

1,125,039 1,069,984 55,055 5.1 2.6

介護保険事業特別会計 5,417,516 5,178,302 239,214 4.6 12.4

住宅新築資金等貸付事業
特別会計

5,158 6,832 △ 1,674 △ 24.5 0.0

3,448,657 3,619,817 △ 171,160 △ 4.7 7.9

公共下水道事業会計 3,448,657 3,619,817 △ 171,160 △ 4.7 7.9

43,635,398 41,566,555 2,068,843 5.0 100.0

※構成比については、四捨五入の関係上、合計と一致しない場合があります。

区　　　　　　　　分

一般会計

特別会計

公営企業会計

合　　　　　　　計

※公営企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額です。
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（２）基金残高の推移(普通会計)

単位：千円

平成２９年度
決算

平成３０年度
決算

平成３１年度
(令和元年度)

決算

令和２年度
決算見込

令和３年度
予算

5,879,642 2,681,906 2,769,786 2,823,962 2,796,823

575,900 585,916 605,116 616,952 624,350

3,976,050 6,465,155 6,529,889 6,344,220 5,866,034

ま ち づ く り 基 金 2,193,032 1,779,175 1,585,974 1,362,215 977,704

教育施設建設準備基金 1,564,970 1,106,690 1,106,954 858,410 222,843

公共施設等総合管理基金 3,300,000 3,408,134 3,474,796 3,516,460

ふ る さ と づ く り 基 金 17,792 78,919 225,359 440,001 940,136

文 化 振 興 基 金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

太陽光発電設備管理基金 256 371 486 579 731

森 林 環 境 整 備 基 金 2,982 8,219 8,160

10,431,592 9,732,977 9,904,791 9,785,134 9,287,207

※普通会計とは一般会計及び住宅新築資金等貸付事業特別会計を合わせたもの。

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

そ の 他 特 定 目 的 基 金

合 計

※平成２９年度から平成３１年度（令和元年度）は決算、令和２年度は決算見込、令和３年度は
　 令和２年度の決算見込を基に算出。

5,880
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200

200 200

1

8 8

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

平成２９年度

決算

平成３０年度

決算

平成３１年度

(令和元年度)

決算

令和２年度

決算見込

令和３年度

予算

基金残高の推移

森林環境整備基金 太陽光発電設備管理基金 文化振興基金

ふるさとづくり基金 公共施設等総合管理基金 教育施設建設準備基金

まちづくり基金 減債基金 財政調整基金

単位：百万円
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（３）市債の推移(普通会計)

①市債残高の推移 単位：千円

平成２９年度
決算

平成３０年度
決算

平成３１年度
(令和元年度)

決算

令和２年度
決算見込

令和３年度
予算

臨時財政対策債 9,524,985 9,570,804 9,438,161 9,316,558 9,920,166

合 併 特 例 債 7,048,461 6,393,614 5,650,622 4,896,885 4,141,482

そ の 他 の 市 債 3,548,881 3,834,311 4,389,514 4,698,592 6,262,222

合 計 20,122,327 19,798,729 19,478,297 18,912,035 20,323,870

②市債発行額と償還額の推移(普通会計) 単位：千円

平成２９年度
決算

平成３０年度
決算

平成３１年度
(令和元年度)

決算

令和２年度
決算見込

令和３年度
予算

市債発行額　Ａ 1,650,708 1,781,328 1,549,856 1,283,481 3,309,400

元金償還額　Ｂ 1,734,392 1,963,066 1,873,454 1,849,743 1,897,564

市債残高の変動  Ａ－Ｂ △ 83,684 △ 181,738 △ 323,598 △ 566,262 1,411,836

※平成２９年度から平成３１年度（令和元年度）は決算、令和２年度は決算見込、令和３年度は
　 令和２年度の決算見込を基に算出。

※平成２９年度から平成３１年度（令和元年度）は決算、令和２年度は決算見込、令和３年度は
　 予算でそれぞれ算出。

3,549 3,834 4,390 4,699 6,262

7,048 6,394 5,651 4,897
4,141

9,525 9,571 9,438 9,317
9,920

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

平成２９年度

決算

平成３０年度

決算

平成３１年度

(令和元年度)

決算

令和２年度

決算見込

令和３年度

予算

市債残高等の推移（普通会計）

臨時財政対策債 合併特例債 その他の市債

単位：百万円

1,651
1,781

1,550
1,283

3,309

1,734
1,963 1,873 1,850 1,898

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成２９年度

決算

平成３０年度

決算

平成３１年度

(令和元年度)

決算

令和２年度

決算見込

令和３年度

予算

市債発行額と償還額の推移（普通会計）

市債発行額

元金償還額

単位：百万円
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（４）職員数及び人件費の推移（普通会計）

単位：千円、人

平成２９年度
決算

平成３０年度
決算

平成３１年度
（令和元年度）

決算

令和２年度
予算

令和３年度
予算

2,692,520 2,773,844 2,820,026 3,099,457 3,199,295

一 般 職 員 人 件 費 2,304,621 2,406,434 2,440,061 2,510,583 2,550,165

284 294 309 322 330

※　普通会計とは一般会計及び住宅新築資金等貸付事業特別会計を合わせたもの。

（５）経常収支比率の推移（普通会計）

ｋｌ９ｍ２Ｗｔ）＄＋

※　普通会計とは一般会計及び住宅新築資金等貸付事業特別会計を合わせたもの。

人 件 費

職 員 数

※平成２９年度から平成３１年度（令和元年度）は決算ベース、令和２年度・令和３年度は予算ベースで算出。

※平成２９年度から平成３１年度（令和元年度）は決算ベース、令和２年度・令和３年度は予算ベースで算出。

2,305 2,406 2,440
2,511

2,550

284

294

309

270

280

290

300

310

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

平成２９年度

決算

平成３０年度

決算

平成３１年度

（令和元年度）…

令和２年度

予算

令和３年度

予算

一般職員人件費と職員数の推移

一般職員人件費

職員数

職員数 単位：人人件費 単位：百万
円

0 0 0 0 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

93.3 95.6 94.9 98.2 96.9

経常収支比率 単位：％

2,305

2,406

2,440

2,511

2,550

284

294

309

322

330

270

280

290

300

310

320

330

340

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

平成２９年度

決算

平成３０年度

決算

平成３１年度

（令和元年度）

決算

令和２年度

予算

令和３年度

予算

一般職員人件費と職員数の推移

一般職員人件費

職員数

職員数
単位：人

人件費
単位：百万円

93.3

95.6
94.9

98.2
96.9

85.0

90.0

95.0

100.0

平成２９年度

決算

平成３０年度

決算

平成３１年度

（令和元年度）

決算

令和２年度

予算

令和３年度

予算

経常収支比率 単位：％
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（６）一般会計予算委託料款別（目的別）一覧

１ ２ ３ ４ ５

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費

イベント委託料 7,780 528 663

運行業務委託料 70,105 62,026

エレベーター保守委託料 11,405 1,571 687 753

楽器保守委託料 87

計画策定業務委託料 5,400 731

警備委託料 16,442 7,939 380 230

健康づくり業務委託料 17,950 17,950

検査委託料 54,896 6,147 379 38,907

工事等委託料 134,300

高齢者福祉事業委託料 29,104 32,545

施設維持管理委託料 263,353 39,324 6,214 34,386

児童福祉事業委託料 2,103,591 2,123,540

事務機器保守委託料 1,046 372 314

事務業務委託料 512,864 15 174,764 24,546 64,477

障害者福祉事業委託料 32,456 29,625

消防機器保守委託料 2,489 193 34

植栽管理委託料 39,747 2,073 94 1,888

じん芥処理委託料 371,073 192 159 365,691

清掃委託料 45,524 2,640 306 5,757

設計監理等委託料 60,975 390

機器・設備保守委託料 21,698 2,330 193 1,916

選挙事務委託料 3,287 10,974

調査委託料 49,362 17,539 2,839 1,725

電算機器保守委託料 14,657 8,875

電算業務委託料 70,787 27,172 4,939 11,874

電算システム保守委託料 26,314 550 21,542 41

登記委託料 2,000 186

複写機等保守委託料 743 559 72 72

物流委託料 0

文書管理委託料 5,876 5,140 346

法律業務委託料 2,273 2,263

保健衛生事業委託料 300,687 2,552 567,723

音響機器保守委託料 1,062 1,062

施設管理運営委託料 17,940

製作委託料 907

指定管理料 340,810 10,909 90,790

計 4,638,990 6,767 400,278 2,320,784 1,114,784 0

前年度
予算
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（単位：千円）
６ ７ ８ ９ １０ １１

農林水
産業費

商工費 土木費 消防費 教育費
災 害
復旧費

205 300 5,102 6,798 △ 12.6

1,335 63,361 △ 9.6

429 2,347 5,037 10,824 △ 5.1

87 87 0.0

4,620 8,800 14,151 162.1

1,655 417 47 24 5,720 16,412 △ 0.2

17,950 0.0

9,859 55,292 0.7

3,300 473 90,000 93,773 △ 30.2

32,545 11.8

7,066 5,874 102,812 97,543 293,219 11.3

2,123,540 0.9

154 840 △ 19.7

19,171 59,827 13,425 1,496 353,321 711,042 38.6

29,625 △ 8.7

332 43 1,819 2,421 △ 2.7

289 27,149 8,104 39,597 △ 0.4

25 45 42 7,293 373,447 0.6

394 8,955 6,294 20,952 45,298 △ 0.5

836 44,000 109,127 154,353 153.1

1,738 37 4,814 55 12,447 23,530 8.4

10,974 233.9

54,867 12,031 13,095 1,500 103,596 109.9

2,409 1,122 12,406 △ 15.4

286 1,706 45,977 △ 35.0

231 10,389 32,753 24.5

1,819 2,000 4,005 100.3

219 922 24.1

15,454 15,454 皆増 

676 6,162 4.9

10 2,273 0.0

570,275 89.7

1,062 0.0

18,045 18,045 0.6

0 皆減 

10,344 111,613 117,725 341,381 0.2

114,482 95,863 416,620 4,026 798,286 1,500 5,273,390 13.7

計
対前年度
増減額
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（７）一般会計予算補助金一覧

職員自主研究グループ活動助成金 30 火葬料金補助金 12,441

福津市議会政務活動費交付金 4,320 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金　　　　　 109

職員福利厚生費補助金 5,602 献血推進協議会補助金 272

行政相談委員活動補助金 72 合併浄化槽設置補助金 548

西鉄バス運行補助金 9,146 し尿処理料金補助金 2,832

住みよいまちづくり推進企画活動補助金 1,200 合計 16,202

地方公共団体情報システム機構交付金 4,163

コミュニティ助成事業補助金 2,500

郷づくり交付金 135,230 農業後継者育成事業補助金 320

福津暮らしの旅事業補助金 4,525 農政振興補助金 2,645

個人番号通知書・個人番号カード関連事務費交付金 23,945 福津市認定農業者協議会補助金 800

防犯灯ＬＥＤ化補助金　 7,321 根こぶ病対策補助金 850

交通空白地タクシー補助金 2,496 清滝水利関係補助金 327

公共交通乗継補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,791 農業次世代人材投資資金 6,750

市民団体感染症対策事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　5,000 活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 7,551

合計 208,341 水田農業担い手機械導入支援事業補助金 580

農業多面的機能支払交付金 18,676

有害鳥獣駆除補助金 473

民生委員・児童委員協議会補助金 1,218 本木生産森林組合補助金 1,100

福津市社会福祉協議会補助金 39,636 水産振興補助金 3,750

人権擁護委員会補助金 168 漁業近代化資金利子補給費補助金 29

保護司会補助金 400 環境・生態系保全活動支援補助金 250

同和地区排水施設等整備事業補助金 750 ふくおか畜産競争力強化対策事業補助金　　　　　　　　　　　　2,434

人権対策補助金 7,800 博多和牛ブランド強化対策事業補助金　　　　　　　　　　　　　700

保護司会補助金 226 合計 47,235

人権教育・啓発推進協議会補助金 64

福津市シルバー人材センター補助金 14,786

移動販売支援補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,270 商工振興補助金 17,348

保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金　　　　　　　　　　410 中小企業事業資金保証料補助金 320

高齢者住宅改造費補助金 600 山笠振興費補助金 2,500

はり灸治療費補助金 1,650 ビーチサッカー大会実行委員会補助金 900

老人クラブ連合会活動促進事業補助金 3,026 観光協会補助金 7,400

障害者住宅改造費補助金 300 観光推進組織体制強化事業補助金 7,366

障害者扶養共済掛金補助金 525 創業支援補助金 3,500

福祉タクシー料金補助金 8,268 福津エール飯応援交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000

病児病後児保育事業補助金 25,410 合計 47,334

特別保育事業補助金 34,677

届出保育施設補助事業補助金 298

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 9,000 交通遺児を支える会補助金 48

保育環境改善事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,200 住宅耐震改修工事費補助金 1,200

成年後見人等報酬助成金　 336 ブロック塀等撤去費補助金　 1,200

子育て世帯生活支援特別給付金　　　　　　　　　　　　　　　　48,350 合計 2,448

合計 207,368

土木費

総務費 衛生費

農林水産業費

民生費

商工費
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消防費 種類別金額

自主防災用機械器具、設備購入補助金 465 事務補助金 201,731

合計 465 建設補助金 34,541

公益法人補助金 54,422

教育費 団体補助金 66,150

人権・同和教育研究協議会補助金 360 事務交付金 194,334

小規模校転入認可対象児童通学補助金 876 給付金 48,350

視聴覚鑑賞補助金 2,100 計 599,528

進路指導対策費補助金 432

生徒指導対策費補助金 270

体育大会等出場補助金 2,439

中学校部活動補助金 810

私立幼稚園施設等整備補助金 3,383

一時預かり事業（幼稚園型）補助金 22,097

青少年指導員会補助金 1,600

子ども会育成会連合会補助金 1,900

青少年育成市民の会補助金 1,880

成人式実行委員会補助金 1,000

婦人会育成費補助金 270

信州松本青少年交流事業補助金 998

公民館類似施設新築等補助金 19,164

文化財保存整備費補助金 270

文化協会補助金 2,650

体育協会補助金 3,990

幼稚園副食費補助金 3,646

合計 70,135

総計 599,528
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【歳入】令和３年度地方消費税交付金のうち社会保障財源交付分交付見込額
６０１，０００千円

【歳出】令和３年度地方消費税交付金のうち社会保障財源交付分を充てられる
　　　　社会保障施策に要する経費 １０，５７４，１７８千円

単位：千円

国庫支出金 県支出金 その他
引上げ分の
地方消費税収 その他

55 7 48

1,868,202 858,123 489,711 69,454 450,914

28,461 5,034 3,127 20,300

4,705,350 2,255,447 965,003 166,807 175,928 1,142,165

1,067,606 792,845 48,050 19,937 27,598 179,176

7,669,674 3,906,415 1,502,764 191,778 276,114 1,792,603

517,176 62,081 202,960 33,653 218,482

875,552 26,411 13,205 111,573 724,363

233,393 139,117 12,583 81,693

783,276 104,545 678,731

3,827 3,827

2,413,224 92,319 355,282 262,354 1,703,269

254,108 4,159 54 33,354 216,541

93,080 6,583 3,345 823 10,989 71,340

93,038 12,418 80,620

51,054 177 2,441 5,196 5,771 37,469

491,280 10,919 5,840 6,019 62,532 405,970

10,574,178 4,009,653 1,863,886 197,797 601,000 3,901,842合計

　各事業への充当額は各事業の一般財源額により按分して算出しています。

保
健
衛
生

疾病予防対策施策事業

母子保健施策事業

医療体制整備事業

健康増進施策事業

小計

社
会
保
険

国民健康保険事業
特別会計繰出金
介護保険事業特別会計
繰出金
後期高齢者医療事業
特別会計繰出金
福岡県後期高齢者医療
広域連合負担金

国民年金事務費

小計

社
会
福
祉

社会福祉施策事業

障害者福祉施策事業

高齢者福祉施策事業

児童・教育福祉施策事業

生活保護扶助費

小計

（８）引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
　　　その他社会保障施策に要する経費

　平成２６年４月１日から消費税の税率が５％から８％に引き上げられ、地方消費税につい
ても１％から１．７％に引き上げられました。また、令和元年１０月１日からは消費税の税
率がさらに１０％に引き上げられ、地方消費税についても１．７％から２．２％に引き上げ
られました。
　これらの引き上げ分については、全てを社会保障施策に要する経費に使うこととされてい
ます。令和３年度に交付を受けるものについては、下記の事業に充当する見込みです。

事業費

財源内訳

特定財源 一般財源
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【はじめに】 

 

【行政経営・行財政改革 ⇒ 部経営の充実・体制の構築にむけての方向性】 

 

本市では福祉・教育・防災、まちづくりなど様々な分野におきまして、積極的な行政事務

に努めていますが、「ヒト・モノ・カネ」といった経営資源には限りがあります。 

全国的な規模で少子高齢化や人口減少を迎える中で、今後は、ますます財政状況が厳しく

なることが見込まれることから、効果的、そして効率的な行政経営を行っていくことが必要

となります。 

そのためには、事務事業評価をはじめとした様々な取組みを行い、PDCAサイクルに基づい

た有効性のある行政経営を着実に推進し、また、評価結果を分析することにより各事務事業

の今後の実施方向性の検討や事業内容の改善に活かすとともに、厳格な予算編成や適正な人

員配置にも反映していくことが重要であり、行政事務の質的向上を図っていかなければなり

ません。そのほか、第三者機関等による外部評価を通して、事業の廃止や縮小を含めた見直

しと、より質と費用対効果が高い業務への改善に取り組んでいくこととします。 

 現在、「行財政集中改革プラン」に続く、「第３次行財政改革大綱」の策定にむけて、審議会

へ案を諮問し、行財政改革を進めています。官民連携と市民共働による地域社会の創成、市

民と情報を共有し、市の知名度とイメージの向上実現、持続可能な財政基盤の強化による安

定的な行財政運営、公共施設等の統合・廃止並びに有効活用を含めた計画的な公共施設等総

合管理計画の推進などに基本的視点を定めることにより、柔軟で機動性のある行政組織運営

に向けて、実効性のある行財政改革に取り組んでいく方針です。 

 「説明責任」を果たす意味でも、市が目指すべき姿を示し、それを実現するための取り組

みや現状を公開していくことが今後はさらに、求められていくこととなり、また、多様化す

る行政ニーズに対応していくためには、行政評価、行財政改革を進めながら「選択と集中」、

「最少の経費で最大の効果」を明確にしていく必要があります。そして、積極的な民間との

包括連携、共創を通して供給コストを削減し、一定の資源でアウトプットの量を最大にする

ことによる生産性の向上、民意を反映した予算配分の効率性が期待できます。 

 これらを達成するためには、各部署が展開している事業の現状を把握するとともに、将来

的な中・長期視点での組織目標を掲げ、その実現に資するため「部経営方針」策定の必要性

を感じており、これは、部の経営者である部長の意思や思考力を具体的に提示するものです。 

 したがいまして、部長は、部内各課等の所属長の意向、経営理念を踏まえた上で、部全体

の視点から、目指すべき将来像、使命を明らかにするとともに、部の経営において重要と考

えられる方針の集約・整理が可能となり、部内での意思統一、情報共有、目的に応じた施策

展開が実現できていくものと判断しています。 

 令和３年度は、「行政評価（事務事業評価）」、「行財政改革」の進捗を図りながら、PDCAサ

イクルと連携できる体制を構築できるよう試行的に各々「部経営方針」を例示しています。 
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１．総務部の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/０．その他 ０：計画推進にあたっての基本的な考え方

福津市職員「み・ら・い」行動計画、福津市人材育成基本方針

①

人口の伸びに伴い、税収、基準財政需要額（普通地
方交付税）が増加し、歳入増となっている一方、歳出
において義務的経費である扶助費の増加が顕著であ
る。
安定的な財政基盤の構築には、さらなる歳出削減お
よび歳入の確保が必要である。
多様化する行政ニーズに対応していくためには「選択
と集中」を明確にしなければならない。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

福津市行財政集中改革プラン（次期行財政改革大綱）

③

権限移譲並びにコロナウィルス対応により、各部署の
業務量が増加し、時間外勤務が生じている状況にあ
るため、法制事務等において、紙ベースから電子化に
よる全庁的なデータベースシステムへ徐々に移行し
ていくことが重要である。
また、R2実施の国勢調査等国の指定調査の中で規
模が大きく、特に重要なものは調査員の確保やイン
ターネットを活用し、安全かつ確実に実施していく環
境・体制整備が必要である。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

②

大雨、台風、地震等災害発生時の市民の安全・安心
の確保が強く求められている。
近隣市との境界付近における情報提供、コロナ禍に
おける避難所運営の在り方についてなど自助・共助・
公助を主体とした地域防災力の向上と危機管理体制
の強化を念頭に置き、また、気象庁、マスメディアの
情報を入手しながら今後に備えていく必要がある。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】 災害対策基本法、福津市地域防災計画、福津市水防計画書

４．安全安心 １：災害に強いインフラ整備と地域防災力を強化する

長期対応が予測されるコロナウィルス感染予防、国県を主とする経済対策に伴い、独自の経済支援措置等地方
自治体に自己決定・自己責任が求められる。そのような状況において、本市業務の総合的な管理と職員の育成を
進め、適正かつ公正で、透明性が高く、効率的な行財政運営の基盤を確立する。
また、まちづくり基本構想の将来像「人も自然も未来につながるまち、福津。」を実現するため、部内各課で組織目
標の達成を目指すとともに、他部、 他課と連携し、共働と持続可能な自治体経営に取り組むこととする。
これらに加えて、限られた経営資源にメリハリをつけた配分を行い、危機管理体制の充実を意識しながら効果的な
施策を展開する。

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

総務部長　　本夛　研介

防災行政無線の活用を含んで、防災情報伝達システ
ムにより市内全域で一律に安定した市民への情報提
供、周知ができるように工夫をし、内部的にはBCPを再
確認していくこととする。
また、避難所運営については、郷づくり単位での協力
体制を構築していく方針であり、必要に応じて地域防
災計画を見直し、民間との連携による受援体制の充
実策を講じていくこととしている。
なお、国が見直しをした「国土強靭化基本計画」につ
いては、施策分野ごとの推進方針を分析していきなが
ら横断的組織構築を見据えることとする。

【市民とつくる災害に強いまちづくり】

コロナ禍における感染予防等職員の健康管理及び適
正人員配置組織編成による事務効率化を徹底してい
くとともに、多様な人材確保、庁舎内研究チームの提
言等による市の総合的管理を推進していく。
また、明解な文書管理、情報公開制度などの仕組み
を透明性が高いものにすることで、説明責任を果たし、
例規整備による法令順守をおこなう。

【人材育成と職員力の向上】

０：計画推進にあたっての基本的な考え方０．その他

令和３年度以降　総務部　経営方針

作成者

行財政集中改革プランに引き続き、第３次行財政改
革大綱の策定に取り組んでいる。策定後は各部署に
おいて進捗管理を行うとともに、全庁的な業務改善を
含め、まちづくり基本構想（計画）に基づく行政評価と
の連動を進めていく方針である。
適正課税等税負担公平性の確保にあわせて、使用
料の見直しを適宜実施していく必要がある。
また、公共施設等総合管理計画（個別計画）における
再配置計画の進捗に合わせて、中期財政見通しを作
成していく方向性である。

【持続可能な行財政運営】

-3-



/
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０：計画推進にあたっての基本的な考え方

第２期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略、次期行財政改革大綱

④

主に庁舎内におけるシステム構築、環境整備による
事務効率化を図ることとしているが、既存システムの
分析による互換性調査等が必要である。
テレワークについては、運用ルールの調整及び機器
の手配を考慮しつつ、国が提供するシステムを活用し
ている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

⑤

普通財産については、未利用財産の民間等への売
却、貸付を推進しており、行政財産である公共施設に
ついては、アセットマネジメントによる長寿命化計画等
をたてるとともに、公共施設等総合管理計画における
総量圧縮にむけて個別計画によるまとめを行ってい
る。
契約については、入札・契約事務や結果をホーム
ページで公表し、開示を行っている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】 福津市公共施設等総合管理計画、福津市建物長寿命化計画

４．安全安心 ２：暮らしやすさを実感できる生活基盤を整備する

公有（普通）財産の適正管理・利活用及び遊休財産
の処分は引き続き実施していく方針であり、公共施設
等総合管理計画については、第３次行財政改革大綱
等と整合を図りながら進めていくこととしている。
施設の維持管理については、指定管理を含む民間活
力導入に努めていく。
また、入札・契約については、「ガイドライン」に基づき、
検証及び適正な執行を心がける。

AI、RPA等ICTを活用したシステム導入や申請手続き
の簡素化、定型的で大量に生じるデータ入力作業を
自動化、スリム化できるよう関係部署との連携強化の
上、新生活様式（DX等）を念頭におきながら業務の洗
い出しを行っていく。
一方、情報セキュリティ面を重視しながら職員の情報
リテラシーの向上をめざしていくことも重要と考える。

【ICTの利活用による業務効率化】

【公共財産の総合的管理及び適正な契約執行】

０．その他

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標
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１．市民部の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/

①

国の施策として、「情報連携」や「マイナポータル」、
「マイナンバーカード」という、マイナンバー制度のイン
フラの活用を目指すことが勧められている。マイナン
バーカードの更新時期が令和２年度から始まっている
ので、取得事務に加え更新事務があり、事務量が大
幅に増え窓口の混雑が懸念される。またマイナンバー
カードの利用について、暗証番号忘れやロックなどの
様々な問合せが多い。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

③

人口増加の主な要因は、日蒔野地区やサンピア跡地
の開発等による大規模宅地供給によるものであり、特
に子育て世代を中心の流入であった。このエリアにつ
いては、令和２年度でほぼ落ち着いたと思われる。し
かしながら、まちづくり基本構想においては、2030年
までに低位で７万人までの増加が推計される。人口
構成では、高齢化率は、27％を超えて、家屋につい
ての売却や住み替えが発生する見込みである。
またコロナの影響を含めた徴収方法の拡充を進め更
なる税収確保が必要。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

②

人口増加に伴い、子どもの数も顕著な伸びを示してい
て、子ども医療の対象者の増加により子ども医療費全
体の支給額も増加している。令和３年４月から福岡県
公費医療支給制度が改正され、中学生まで引き上げ
られるので、医療証の発行、支給の事務量が増加す
る見込み。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【マイナンバーカードの普及促進】

マイナンバー制度のさらなる理解促進に向けて、セ
キュリティ対策について丁寧な説明を行う。またマイナ
ンバーカードによりコンビニ交付サービスの利用が可能
であることやマイナポータルの活用について、情報化
推進課や地域振興課等関連部署と連携し広報を行
う。それによりさらなる申請促進を行う。

【公費医療（子ども医療）】

子どもの疾病の早期発見と早期治療のため、保護者
の経済的負担の軽減を目的に実施。適正受診等の
啓発、推進を行う。

常に市民に信頼される窓口として、身近な存在である。マイナンバー制度（「社会保障と税番号制度」ともいう。）
は、個人の様々な情報を確認する社会基盤。また市民に収めていただく市民税等は市の貴重な自主財源であり、
国民健康保険や公費医療等、国民年金は市民にとって安心して生活するための大切な制度。また基本的人権を
尊重し啓発することも市の責務。市民部の業務は、市役所の基礎部分ともいえる。
住基情報や税情報が福祉サービス等の基準になることは周知のとおりで、少子高齢化に直面する地域社会で必
要になる住民サービスの充実や地域活性化のためにマイナンバー制度のインフラ整備が求められる。コロナ禍の現
在、さらに行政手続きの利便性の向上が重要視されるので、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応で
きる窓口になるようにアップデートしていく。

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

市民部長　　横山　清香

０．その他 ０：計画推進にあたっての基本的な考え方

地方税法

令和３年度以降　市民部　経営方針

作成者

【市税等の適正賦課、啓発】

平成28年度に導入した新家屋評価システムを有効に
活用し、効率的で適正な評価・賦課に努める。
また、人口増加に伴い、確定申告や税に関する問合
せ件数等が増加するが、再任用職員の配置を受け、
職員の業務平準化を図り、増加する窓口業務・申告
受付や電話対応での親切、丁寧、迅速、正確な対応
を目指す。
また、公平・平等な税負担を目的に徴収事務を遂行
するための滞納整理について、更なる効率的、効果的
手法の検討を行う。

０．その他 ０：計画推進にあたっての基本的な考え方

マイナンバー法

１．共育 ２：子育て中の親を支援する環境を充実させる

福岡県公費医療制度、第２期福津市子ども・子育て支援事業計画
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⑤

人権に関する課題として、様々な差別事象による人
権侵害が発生しているが、特にインターネットの匿名
性を悪用した誹謗中傷が後を絶たない。
男女共同参画の課題については、新型コロナウイルス
感染症の拡大に伴い、ＤＶの増加や非正規雇用の解
雇などの面で、女性に大きな影響を与えている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

３．健康 ３：すべての人の自己決定や意思尊重を大切にするしくみを育てる

第２期福津市人権教育・啓発基本計画、第２次男女共同参画プラン・ふくつ

第２期福津市人権教育・啓発基本計画に則り、一人
ひとりの人権と多様な価値観を尊重し、あらゆる人権
侵害を無くすための施策として、令和２年度に発足し
た福津市人権施策審議会を通じて、市の人権教育・
啓発に関する事業の更なる推進を図る。
第２次男女共同参画プラン・ふくつに則り、家庭や地
域における男女共同参画の理念に基づく家庭や地域
づくりの推進を図る。また、女性特有の課題に特化した
相談業務を継続する。

【人権及び男女共同参画】

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

④

国保制度改革、いわゆる県単位化に伴い導入された
「国民健康保険事業費納付金」は県全体で保険給
付費等について、国、県等の公費で賄われない部分
を市町村で分ちあう制度だが、高齢化等による保険
給付費の増加に乗じ増加傾向である。県国保運営方
針に基づき激変緩和措置は令和５年度で収束、保険
料水準の統一化も見込まれるので、保険税率への見
直しも必要であるが、税率を抑えるために医療費適正
化を進めなければならない。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

３．健康 １：日常の中での健康づくりの取り組みを促進する

国民健康保険法

【国民健康保険】

医療費適正化として、①レセプト点検の強化②ジェネ
リック薬品の普及促進③医療費通知の実施④保健事
業を行う。特に④の保健事業として予防、健康づくりを
進める。具体的には、特定健診の勧奨やふくとぴあの
健康増進室を活用した健康づくりを進める。
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１．健康福祉部の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/

①

子どもの貧困問題、ひとり親家庭、その他複合的な課
題を抱える家庭の増加により、家庭児童相談室での
虐待相談や対応件数などが増えている。児童虐待の
早期発見と迅速な対応、障がいのあるこどもと家庭へ
の支援の充実等、社会的養護を要するこどもや家庭
への福祉に関する支援体制を強化する必要がある。
すべての子どもと家庭の課題に対し、支援の専門性、
人的資源を組織した相談・ソーシャルワーク対応が求
められている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

健康増進法、健康ふくつ21計画（第２次）、第２期福津市国民健康保険保健事業実
施計画（データヘルス計画）・第３期特定健康診査等実施計画

「健康ふくつ21計画（第２次）」「第２期福津市国民健
康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）・第３
期特定健康診査等実施計画」により、生活習慣病の
発症予防や重症化予防に取り組み、健康の保持増進
を図る保健事業を実施する。
高齢者の心身の多様な課題に対応し、後期高齢者医
療制度における保健事業と介護保険の介護予防事
業を一体的に実施し、高齢者の健康増進を図る。

【健康寿命の延伸】

③

生活習慣病の重症化による介護給付費、医療費の
増加が課題になっている。
妊娠期から高齢期に至るまで、個々のライフステージ
に適した健康づくりの取り組みを促進する施策が求め
られている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

②

若い世代の転入によって、子育て世代が増加してい
る中、核家族化や地域とのつながりの希薄化により、
妊産婦をはじめ母親の孤立感や負担感が高まってい
る。
妊娠期から出産後の育児不安の解消のための総合
的な相談体制の充実が求められている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

母子保健法

すべての市民がいきいきと安心して暮らせるよう、健康づくりと福祉の充実を図る。
妊娠期から子育て期には切れ目ない支援を充実させ、子どもたちの居場所や主体的な参加の機会を大切にして
いく。
子どもから高齢者、障がいがある人たちが人とつながり、市民同士がともに助け合い支え合う共生社会の実現、生
きがいを感じ自己決定や意思尊重を大切にする地域包括ケアのまちづくり、子どもの頃から健康習慣を身につけ食
生活改善や運動で生涯を通じて健やかに生活できるよう健康づくりを推進する。
コロナ禍の影響もあり生活困窮や生きづらさを抱える多様な市民に寄り添いながら、その人らしく生きていけるよう、
庁内連携を図り関係機関やさまざまな主体とも共働して支援を充実させていく。

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

健康福祉部長　　辻　優子

「第２期福津市子ども・子育て支援事業計画」により、
子どもの成長を見守り、活動を支え、子育て家庭を支
援する事業などを保護者、地域、企業、関係機関と連
携、共働して進めていくこととしている。
子どもが心身ともに健やかに育つように、子どもや家庭
からの相談に応じ福祉に関する必要な支援を行うため
に、庁内関係部局と十分に協議し、令和４年度（2022
年度）までに「子ども家庭総合支援拠点」を設置する。

【心身ともに健やかな子どもの育成】

１．共育 １：子どもの権利を守り、多様な子どもの居場所や主体的な参加の機会を促進する

３．健康 １：日常の中での健康づくりの取り組みを促進する

妊娠出産期からの子育て支援を強化するため、子育
て世代包括支援センターの機能を充実する。
子育てに関する総合相談窓口として各種の相談に応
じ必要な情報を提供できるよう情報の一元化と子育て
支援アプリ等を活用した情報発信を強化する。
オンラインでの保健指導や地域子育てサロンと連携し
た支援体制を確保する。
乳幼児健診終了後のすべての親子の実情把握に努
め、予防的支援が必要なこどもの早期発見、就学後
の支援に活用できるようにする。

【妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援】

令和３年度以降　健康福祉部　経営方針

作成者

子ども・子育て支援法、児童福祉法、第２期福津市子ども・子育て支援事業計画

１．共育 ２：子育て中の親を支援する環境を充実させる
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/

⑤

複合的な生活課題を抱える方、制度の狭間で困って
いる方、地域社会とのつながりがなく孤立している方な
ど、対応や支援が困難な事例があり、地域住民や多
様な主体、行政が一体となって取り組んでいく必要が
ある。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

３：すべての人の自己決定や意思尊重を大切にするしくみを育てる３．健康

社会福祉法、第２期福津市地域福祉計画、障がい者基本法、第３期福津市障がい者計画

次期地域福祉計画の策定とあわせ、包括的支援体
制の整備に努める。
本人・世帯が抱える複合的な課題を包括的に受け止
め、継続的な伴走支援を行う体制づくりに努める。
障がい分野においては、障がい者（身体・知的・精神）
の地域の総合相談の拠点として中核的な役割を担う
「基幹総合支援センター」の設置に向けた準備を行
う。

【地域共生社会の実現】

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

④

医療や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地
域でいきがいを持って安心して生活ができるように、
介護保険事業の適切な運営、介護予防の充実、生
活支援、認知症施策を進めていく必要がある。
今後の後期高齢者の急増に伴い、医療費や介護給
付費のさらなる増大が予想されるため、高齢者の負
担軽減のための事業の推進が求められる。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

３．健康 ３：すべての人の自己決定や意思尊重を大切にするしくみを育てる

老人福祉法、介護保険法、福津市第９期高齢者福祉計画･第８期介護保険事業計画

「福津市第９期高齢者福祉計画・第８期介護保険事
業計画」により、高齢者の社会参加と生きがいづくり、
介護予防施策の推進、生活支援・介護予防サービス
の充実、認知症施策の推進、高齢者の権利擁護の推
進、介護人材の確保などの事業を着実に実施してい
く。

【地域包括ケアの推進】
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１．都市整備部の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/

③

・営農者の高齢化や農業従事者の減少により、農業
用施設の管理が困難になってきている。
・農業用施設の老朽化や豪雨、地震などの自然災害
に対する大規模な改修が必要になってきている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

②

・人口の急激な増加により交通混雑度が増加してい
る。
・宅地化が進み雨水排水の河川や水路などにかかる
負担が増え溢水や内水氾濫の危険性が高まってきて
いる。
・急激な人口増加により下水処理場の現行の能力を
超える可能性がある。
・下水道未普及地の整備を進める必要がある。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

都市整備部長　　長野　健二

①

・供用している市道には老朽化し通行の危険が予想
されるものがあり適正な管理が求められている。
・生活道路の幅員が狭く緊急車両等の通行を確保す
る必要がある。
・供用している河川には老朽化し溢水や護岸破壊の
危険が予想されるものがあり適正な管理が求められ
ている。
・補修が必要な道路・橋梁等の経費を平準化する必
要がある。
・下水道管の老朽化により雨水流入が原因となる下
水道管の溢水を防止する必要がある。
・供用開始からの一定期間経過した下水処理場の機
器の故障が増加しているため、計画的に更新していく
必要がある。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

令和３年度以降　都市整備部　経営方針

作成者

誰もが安心して安全に暮らしていけるように、道路、河川、公園や下水道などの都市インフラの整備を行っていく。
また、それらの適正な維持管理を経費の平準化を見据え行う。
近年の人口増加により都市化が進む中、自然共生型都市の形成に向けて必要な土地利用規制や道路網整備を
進める。また、雨水を適正に排水するための雨水総合管理計画の策定を検討する。
営農に必要な施設の維持管理を地域と連携し管理していく。
交通弱者の移動手段の確保のため、持続可能な公共交通網を形成する。

・補助事業を活用し農道や水路、ため池を管理が容
易な施設として整備する。
・地震等の災害によりため池が決壊しないよう耐震診
断、改修工事を進める。また、決壊した場合の被害想
定を周知する。

４．安全安心 ２：暮らしやすさを実感できる生活基盤を整備する

第２次福津市都市計画マスタープラン、橋梁長寿命化計画、下水道法

４．安全安心 ２：暮らしやすさを実感できる生活基盤を整備する

第２次福津市都市計画マスタープラン、下水道法

６．地域産業 １：農水産業分野の収益性を向上させ、担い手を育てる

土地改良法、福津市地域防災計画、防災重点ため池特措法

・地域要望や道路パトロールで判明した危険箇所につ
いて早急に改善する。
・安全かつ快適な通行ができるように、狭小な生活道
路を地域の合意形成を図りながら整備を進める。
・国や県の補助事業を活用し危険性の高い道路や橋
梁の長寿命化を図る。
・敷設年次の古い老朽化した下水管路を重点的に調
査し、管路の機能回復を図る。
・下水処理場の老朽化による機器類を計画的に更新
していく。

【都市基盤の維持管理】

【暮らしやすい都市基盤整備】

・道路交通量の調査に基づき都市計画道路を見直
し、交通混雑解消の効果的な道路整備を進める。
・開発協議において、下流域への雨水排水負担を軽
減するよう指導していく。
・将来人口推移を注視し、必要な時期に最大の汚水
処理が可能な処理池を整備する。
・未普及地である本木地区の下水道本管敷設を進め
る。

【営農に必要な施設の維持管理】
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/

⑤

・移動が困難な高齢者等の移動手段を確保し生活を
守る必要がある。
・民間の公共交通と行政が連携し公共交通を維持し
ていく必要がある。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

２：暮らしやすさを実感できる生活基盤を整備する４．安全安心

福津市地域公共交通網形成計画

・福津市地域公共交通網形成計画に基づき、民間公
共交通と行政の役割分担を行い、都市間を結ぶ幹線
を民間で、拠点と地域を結ぶ支線を行政が担い公共
交通を維持していく。
・民間の赤字バス路線を補助金などにより支援し、路
線を維持していく。

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

④

・地域のまちづくりの方向性に合致しない建築物の規
制や市の観光資源を有効活用できる土地利用が求
められている。
・交通混雑が頻繁に発生している道路の混雑を緩和
するために新たな道路を整備する必要がある。
・東福間駅周辺は商業施設の閉鎖により生活利便性
が低下しているので、公共用地を含めた低未利用地
の活用による地域の活性化が求められている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

４．安全安心 ２：暮らしやすさを実感できる生活基盤を整備する

第２次福津市都市計画マスタープラン、東福間駅周辺地域にぎわい再生計画

【将来を見据えた土地利用、道路網整備】

・特定用途地区の設定や市街化調整区域の地区計
画を設定し土地の有効利用を進める。
・道路交通量の調査に基づき都市計画道路を見直
し、交通混雑解消の効果的な道路整備を進める。
・民間活力利用の調査を行い、東福間駅周辺に商業
施設の誘致を含めた事業を展開するとともに南北を繋
ぐ動線の整備を進め、都市圏から選択される魅力ある
地域として整備する。

【公共交通の維持】
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１．地域振興部の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/

①

農水産業を取り巻く環境は厳しさを増す中、農業にお
いては新規就農者等の育成を図るとともに、農作業
の効率化や生産性向上、経営の安定化を図る必要
がある。
また、漁業についても同様に後継者不足の解消、経
営安定化が求められている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

第２次福津市観光基本計画

観光基本計画に位置付けられた観光まちづくり組織を
設立し、観光振興のための企画立案、ブランディン
グ、マーケティング等を行い、市の強みを生かした観
光、農水産業等の循環型社会を構築して持続可能な
まちづくりを推進する。

【持続可能なまちづくり】

③

持続可能なまちづくりを推進するためには、観光業に
携わる事業者だけではなく、さまざまな団体や市民を
巻き込み、連携したうえで主体的、戦略的、効率的、
効果的なまちづくりを推進する組織が必要である。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

②

福津市の知名度、認知度の向上、ふるさと納税寄附
誘因のためには、さまざまな取り組み、情報発信、ブ
ランディング等が必要となる。イベントの開催、出店等
での認知度向上に努めているが、情報発信力の強化
や福津のイメ－ジを浸透させるのための施策が求めら
れている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

第２期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略

まちづくり基本構想のテ－マである環境保全、地域産業、観光振興の循環型社会の基盤を構築し、観光と農業・
水産業との連携、環境保全などの取組を進める。まずは観光を地域総体産業として捉え、観光を切り口とした地域
産業の活性化、市のブランディング力を高め、持続可能なまちづくりを進める。

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

地域振興部長　　花田　千賀子

農業についてはむなかた地域農業活性化機構、北筑
前普及指導センタ－、ＪＡと連携し新規就農者の相
談、指導、育成を行う。
また、農作業の効率化、省力化、経営面積拡大を図
るため、ＩＣＴ、ＡＩを活用した機械、施設等の導入整備
については農業者への情報提供に努め、安定した農
業を推進する。
漁業については、獲る漁業から育てる漁業への転換、
地域商社を中心とした商品開発、販路拡大、ふるさと
納税等の商品化に取り組む。

【農水産業振興】

６．地域産業 １：農水産業分野の収益性を向上させ、担い手を育てる

７．観光振興 １：国内外の人が何度も訪れたくなる魅力を磨く

地域商社及び民間企業と連携して農水産品のブラン
ディング、商品化、販路拡大、県外へのプロモ－ショ
ン、ふるさと納税寄附の誘因に努め、第1次産業の振
興及び高付加価値化につながる事業を展開する。

【ブランディング】

令和３年度以降　地域振興部　経営方針

作成者

第２期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略

７．観光振興 ３：ブランドの構築や管理、販売促進のための活動を強化する

観光振興
第１次産業～

第３次産業の活性化

雇用の創出

第１次産業等後継者・

新規就農者の増加

農地、自然、

景観等の保全
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⑤

長引く新型コロナウィルスの影響により、市内の中小
事業者は大きな影響を受けている。新型コロナウイル
ス感染症拡大により落ち込んだ地域経済を回復させ
るための支援策が求められている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【中小事業者支援】

商工会、事業者と連携し、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から、接触機会を減らしたキャッシュ
レス決済によるモデル事業を導入する。また、例年商
工会が発行しているプレミアム商品券を拡充して中小
事業者を下支えする。
時短営業等で影響を受けている飲食店対応策として
昨年度に引き続きデシタルを活用した新生活様式に
対応した取り組みを進める。

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

④

市の自然環境を保全していくためには、市民、団体、
学校、市などが情報を共有し、連携することが必要で
ある。自然、生物多様性などへの興味関心が薄れて
きたものに再び目を向けていく取り組みが必要である。
また、自然は暮らしと密接に関係していることから、こ
の自然環境を定期的に人が保全管理する必要があ
る。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

５．環境保全 １：受け継がれてきた自然を守り、育てる

第２次福津市環境基本計画

【環境保全】

令和２年に副読本を作成している。この冊子を活用し
て小中学校での学習の機会をとらえ、環境に関する意
識の醸成を図る。また、環境団体が情報共有できる機
会の場を提供する。
農業生産にとって基礎的な資源である農地、灌漑施
設、ため池、農道等の保全管理は必要である。そのた
め農業者だけでなく、地域が一体となって取り組む団
体を支援する。
また、漁場の保全についても藻場等の清掃や維持回
復に資する保全活動を支援する。
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１．教育部の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/

③

人口増に伴う児童生徒数の増による過大規模校化、
35人学級の段階的導入、特別支援学級の増による
教室不足などの学校施設の増改築を行い、学校の
施設の整備を行っていく。また、既存の学校施設の老
朽化による改善も計画的に行っていく。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

②

人口増に伴う過大規模校において、学校運営や児童
生徒の教育環境に影響を及ぼしている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

１．共育 １：子どもの権利を守り、多様な子どもの居場所や主体的な参加の機会を促進する

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

教育部長　　水上　和弘

①

教科担任制、35人学級の段階的導入など、国の制
度変革への対応に備える必要がある。また、ＧＩＧＡス
クール構想による一人１台ＰＣ端末を活用し、今後の
授業等での利用を進める必要がある。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

令和３年度以降　教育部　経営方針

作成者

本市では、児童・生徒の健全で安全かつより快適な教育環境を整えるとともに、生活にゆとりや活気をもたらす芸術
文化活動の振興など、一人ひとりの人間形成を支援するための組織として、教育委員会事務局に「教育部」を設
置している。
「教育部」の使命は、経済のグローバル化、ライフスタイルの多様化、人工知能の進化や情報技術等の飛躍的な
発展など急速な社会の変化の中で、豊かな心を持ちたくましく生きる能力や、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体
的に対応できる能力など、「生きる力」を備えた児童・生徒の育成をめざして、一人ひとりを大切にした教育を推進
することである。
また、市民一人ひとりが輝き、郷土を愛し、つながりあうまちとして発展できるよう、市に関わる様々な人や団体との
連携・共働によるまちづくりの推進、図書館・公民館、カメリアステージを拠点とした文化並びに生涯学習の振興、
津屋崎古墳群をはじめとする文化財の保護・活用、伝承行事、地域学習や活動等を通して、地域の魅力を高め、
郷土への愛着と誇りを育んだりすることにある。
平成20年度から「コミュニティ・スクールの推進」を教育施策の柱に据えて、「夢や希望を持ち、健やかに育つ子ど
も」の育成、教育の光をすべての子どもに届け、一人ひとりを見失わない教育活動などに取り組んできた。これらの
教育活動を効果的に行うため、人づくり・地域づくりブランドである「郷育カレッジ」、「郷づくり」というしくみがあり、「コ
ミュニティ・スクール」との連携を図っている。このことにより、学校・家庭・地域の3者が共働して子どもを育てること
を通じ、地域の方々には、出会いや居場所、自己実現や活躍の機会が生まれ、家庭にとっても子育て支援体制や
学びの場の充実、教育力の向上に繋がっている。
今後も、第２期福津市教育総合計画に掲げる基本目標の具現化に向け、市が掲げる「教育大綱」や「まちづくり基
本構想」の施策に資するよう、市長部局との連携を図りながら、教育総合計画の重点目標である「未来を創造する
ための、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成」「未来に向けて豊かに学び続ける福津型学びの循環の構築」
「福津の豊かな自然や環境、歴史や文化とのつながりを活かした学びの充実」に基づき施策の取り組みを進める。

【過大規模校における対応(ハード)】

【過大規模校における対応（ソフト）】

１．共育 １：子どもの権利を守り、多様な子どもの居場所や主体的な参加の機会を促進する

【学校における教育環境・条件の整備】

〇未来を創造するための学力、豊かな心、健やかな
体の育成
・小中9年間の接続を重視したコミュニティ・スクール
の推進
・ＩＣＴの実践的な活用に向けた仕組みの構築

〇過大規模校の教育環境の向上
・学校運営や教育環境への影響の軽減策を、ソフト面
から検討・構築

〇未来を創造するための学力、豊かな心、健やかな
体の育成
・新設校も含めた学校施設の整備
・児童生徒数の推計による的確な必要教室数の推計
と校舎の増改築
・長寿命化計画作成による計画的な整備の推進

１．共育 １：子どもの権利を守り、多様な子どもの居場所や主体的な参加の機会を促進する
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⑤

長年の懸案事項であった民間事業者所有の公有地
化が完了し、改めて世界遺産の保存と活用の在り方
が求められている。時代背景として、文化財をキー
ワードに観光、学校教育等とのコラボレーションを念頭
に推進することが肝要である。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

１：受け継がれてきた自然を守り、育てる５．環境保全

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

④

生きがいづくり、人材育成等の観点から、生涯学習の
推進に不可欠な「機会」と「場」と「人と人との結び付
き」の提供を念頭に、既存事業の更なるブラッシュ
アップが求められている。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

３．健康 ２：生涯学習や活躍の機会を通じた生きがいを増進する

〇福津の豊かな自然や環境、歴史や文化とのつなが
りを活かした学びの充実
・古墳群全体の一体的な公開・活用の実現に向けた
長期活動計画の策定
・津屋崎千軒など、文化財としての保全並びに観光資
源としての活用

【世界文化遺産等の保存・活用】

【郷育カレッジの推進・生涯学習の充実】

〇未来に向けて豊かに学び続ける「福津型学びの循
環」の構築
・コミュニティ・スクールの発展期に際し、更なる連携を
具現化するための仕組みの構築
・中学生未来会議参加者を継続的に活用する仕組み
の構築
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１．まちづくり推進室の使命や中期的目標

２．令和３年度以降の重点取り組み

/

/

/

③

行政より迅速かつ柔軟に取組可能なボランティア、
地域団体、NPO、事業者等（以下、団体等）の民間
力で取組むまちづくりの必要性が日々高まっている。
取組みは単体、または同分野内のみで行うことが多
く、各団体等のみでは解決できない課題、生かすこと
が難しい成果が存在する。個の力をさらに生かし、持
続可能なまちづくりを実現するには、他団体等との連
携も必要であるため、団体等の間を繋ぎ、団体等に
必要な担い手や資金等の情報も繋ぐことができる中
間支援が必要である。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

②

郷づくりは、活動開始から15年目となり市政運営のパー
トナーとして各地域で策定した行動計画「郷づくり計画」
に基づく活動に取り組んでいる。市は郷づくり推進協議
会に一括交付金や拠点施設の提供等による支援を実
施してきたが、各地域からは交付金算定方式の見直し
や拠点環境の整備、活動の人材不足への対応等、
様々な課題が指摘されている。一方で市が郷づくりに期
待する活動の整理と合わせ公金である交付金に関する
ルールをより明確化することが求められる。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

まちづくり推進室長　　石井　啓雅

①

市政運営を進める上での既存の仕組み（行政評価や
人事評価、予算編成など）の連関が十分でないた
め、現状では効果的な行政経営が行える環境が整っ
ていない。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

令和３年度以降　まちづくり推進室　経営方針

作成者

まちづくり基本構想の将来像「人も自然も未来につながるまち、福津。」の実現のため基本構想の達成状況の把握
や評価を担当する。目の前の課題解決に埋没せず、常に長期的なビジョンを描き、社会情勢や財政状況の変化
をとらえ、市役所内の各部署の羅針盤となる。そのために産官学民との連携により情報、人、資金などのリソースの
獲得と活用を加速させる。政策経営部門は遂行事業は最小限とし、戦略策定と推進、全体最適の視点での政策
立案の支援、市長（副市長）の補助、新たな取り組みの立ち上げ支援などを通じて、福津市の価値の創造と資源
の最大化をリードする。市民共働部門は災害の頻発や高齢化等による社会状況の変化から地域自治を中心に人
のつながりを重視した活動の重要度が増しているため、活動の持続可能性の向上のため現状の問題把握を行い
着実かつ柔軟に課題設定を行い解決に向けた対策を講じる。市民共働に加え公民連携を推進し、第三者機関等
の設置も視野に入れた取り組みを進める。広報部門は従来の行政から住民へのお知らせ型広報を脱却し住民
ニーズを把握した住民の求める広報を行うとともに、マスコミ等との関係を強化しながら市外も意識した戦略的広
報を推進する。

【行政経営システムの構築】

０．その他 ０：計画推進にあたっての基本的な考え方

福津市みんなですすめるまちづくり基本条例、福津市行財政集中改革プラン（次期
行財政改革大綱）、市職員「みらい」行動計画、人材育成基本方針

２．地域自治 １：郷づくりによる地域自治の推進を支援する

福津市みんなですすめるまちづくり基本条例、福津市郷づくり基本構想、福津市
SDGs未来都市計画

２．地域自治 ３：さまざまな個人や団体間の共働を推進する

福津市SDGs未来都市計画、第２期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略、幸せのま
ちづくりラボ（仮称）実施方針

まちづくり基本構想に掲げる「創造的な行政経営による
変革」を進めるため、部経営の推進や職員の創造性・政
策立案力の向上を通じて自律的なマネジメントによる組
織運営の実現を目指す。
・理想的な行政経営を実現するために、行政評価や人
事評価、予算編成などの仕組みを有機的に繋げた行政
経営システムの構築とシステムの運用ルールを定める
・システムの考え方や必要性に対する職員の理解向上
を図る

郷づくり活動を先進事例や第三者機関等の意見を参
考としながら評価・検証を行い、持続可能性を意識し
た見直しを実施するとともに広く住民に浸透していくよ
うな取組みが必要である。
・庁内で問題整理を行い課題の設定を図る
・郷づくりによる地域自治制度の第三者機関等による
評価・検証等を実施する
・関連する根拠法令または分野別計画等の見直しに
より制度改善を図る

市民共働・公民連携の取組みを促進する中間支援
機能「幸せのまちづくりラボ（仮称）」を構築し、効果的
運営に取り組む。
・持続可能なまちづくりという将来像のために、多様な
人財による共創のまちづくりの実現を図る
・人（担い手）と経済（資金）の循環ができる持続可能
な市民共働・公民連携の取組みの実現を図る

【中間支援機能の導入による市民共働・公民連携の促進】

【郷づくりによる地域自治の推進】
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課題
No. 現状及び課題・問題点 課題や問題を解決するための方針・重点目標

④

市公式ホームページは令和２年４月にリニューアルを
行い、令和３年４月からは市公式ラインの開設をはじ
め、市広報紙の月2回から1回の発行に統合を行っ
た。そのほか市公式Facebookを発信手段としており、
より広く情報を浸透させるには他の手段の検討も必要
である。また、各手段の内容もより分かりやすく、見や
すい内容となるような取組みが必要である。さらに、
特に市外にも強くアピールが必要な情報については、
マスコミへの記者発表等を活用して新聞等のメディア
の活用も不可欠である。

【基本構想テーマ別目標/基本方針】

【関連する根拠法令・分野別計画等】

０．その他 ０：計画推進にあたっての基本的な考え方

市が行っている事業等について、積極的な情報公開
と迅速な情報提供を行い、市民の暮らしがより便利に
なるよう、また、市を訪れる人や働く人にも快適なもの
となるよう、情報を発信する。
・寄せられる意見等には、真摯に耳を傾け、庁内委員
会等も活用しながら必要な改善を図る
・多くの市民の取材等への協力を得ながら情報を発
信し、市への理解を深めてもらうことを目指す
・導入効果と事業負担の増加等を検証しながら新た
な発信手段等の検討を行う
・新聞記者等との良好な関係を構築する

【市政情報の発信内容・手段等の改善】
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